
日医発第336号（保81）

平成25年7月16日

都道府県医師会長殿

日本医師会長

　　横倉義武

材料価格基準の一部改正等について

　平成25年6月28日付厚生労働省告示第216号（以下、本告示という。）をもって

材料価格基準の一部が改正されるとともに、同日付保医発0627第2号厚生労働省保

険局医療課長通知（以下、本通知という。）をもって「診療報酬の算定方法の一部改

正に伴う実施上の留意事項について」（平成24年3月5日保医発0305第1号）等の

一部が改正され、平成25年7月1日から適用されました。

　今回の改正は、別途ご連絡申し上げました「医療機器の保険適用について」（平成

25年6月27日付保医発0627第3号）の添付資料1ページ及び26～27ページに掲載

されている医療機器が区分A2、C1及びC2として保険適用されたことによるも
のです。（平成25年7月16日付日医発第337号（保82）をご参照下さい。）

　つきましては、今般発出された告示・通知による改正内容について、貴会会員に

周知くださるようお願い申し上げます。

　なお、今回の材料価格基準の改正に伴う実施上の留意事項等につきましては、日

本医師会雑誌9月号に掲載を予定しております。また、日本医師会ホームページの

メンバーズルーム中、医療保険の「新たに保険適用が認められた検査・医療機器等」

に掲載いたします。

（添付資料）

1．官報（平25．6．28　号第6077号抜粋）

2．r診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改

　正について（平25．6．27保医発0627第2号　厚生労働省保険局医療課長通知）

3．新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等（日本医師会医療保

　険課）





一
真
鉱
セ
蜷

ゆ
ト
ト
○
㊤
駅

騨

江

田
製
鋼

皿
o
D
N
皿
㊤
世
の
N
遷
降卜

O阯姐釈重創咄日照搬l　l阻→一1くロP

　纏燦暖逐e甑製頼鴬（周一賢1H一世筆甜菱R遍細妃01旨獄囚十＜：♪）e躍製思雌○刑’典翌肇鰹圏嚢鞄葉

蘭b申e鞄藁坦撃（鞄虞坦牽期響）（降蟹1H一世唖釧融遮紅毛ロ隠田（十10愉）e1籠如冬e桶ゆ建替H

＿y呼遷11十網世コ皿1田兵①類旺赫ゆ。
　　降督口争園世→（四日十く［n　　　　　　　　　　　　　　　　殴釧菱Ri蚕→く墾　田＃　鞭《

　蚕榔自国（貸。のト…㊥如孫e舶’い慰督£ゆ。

　　　　　③カップ・ライナー一体型
　　　　　　ア　カ・ソプ・ライナー一体型（n）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87，900円
　　　　　　イ　カップ・ライナー一体型皿）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　94，200円

　暴網目凶よ。トの思郵e絶い想暴《ゆ。
　　　　（4）位置情報表示装置（プローブ・ドリル）　　　　　　　　　　　　　　　　22，400円

　暴網目国会一一Ni≡i加餐e絶い2潜£噸。
　　　　（D　シングルチャンバ

　　　　　①標準型　　　　　　　　　　　　　　　733，000円
　　　　　②MRI対応型　　　　　　　　　　　　　781，000円
　蚕網目国争一一〇〇思碁e妬’い思暑kゆ。

　　　　（3）アダプター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　256，000円

　養照自国よ一のの遅斉e妬ゆ想愚民ゆ。
　　　　U9）冠動脈カテーテル交換用カテーテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　19，100円
　蚕網目凶余目〇つ①姻鯨e絶い息溺奮ゆ。

　139　組織拡張器

　　　　（1）一般川　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31，200円
　　　　（2）乳房用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32，100円
　…ミ照日凶余一寸㊤1う如罫e拓ゆ』1督倉ゆ。

　　　　（3）胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）

　　　　　①標準型　　　　　　　　　　　　　　 1，620，000円

　　　　　②血管分岐部対応型　　　　　　　　　　　　1，850，000円

颪網目思碁e舶ゆ想愚民ゆ。

　178　神経再生誘導材

　179　気管支用充填材

　180陰圧創傷治療川カートリッジ
　181　人工乳房
蚕照酋藝埋暴e蝿ゆ9暴，翼ゆ。

146

　　（3）

　　　②
（薬’罫～去承1認香り）

　22400B7×00516000

388，000円

　7，400円

21，0（10円

69，400円

ステントグラフト ’F成25年7月1日から 1，970，000円

大動脈用ステントゲラフト（メイン部分）
平成26年3月3旧まで

管分岐部対応型

番号）

16000





寸
添付資料2

保医発0627第2号
平成25年6月27日

地方厚生（支）局医療課長
都道府県民生主管部（局）

　国民健康保険主管課（部）長
都道府県後期高齢者医療主管部（局）

　後期高齢者医療主管課（部）長

殿

厚生労働省保険局医療課長
（　公　　印　　省　　略　　）

厚生労働省保険局歯科医療管理官
（　公　　印　　省　　略　　）

r診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の
留意事項について」等の一部改正について

　今般、特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）（平成20年厚生労働省告
示第61号）の一部が平成25年厚生労働省告示第216号をもって改正され、平成25年7月
1日から適用することとされたことに伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、
同目から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機
関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

記

別添1 　r診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
年3月5日保医発0305第1号）の一部改正について

（平成24

別添2 　「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」

月5日保医発0305第5号）の一部改正について
（平成24年3

別添3 　「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」

05第7号）の一部改正について
（平成24年3月5日保医発03

別添4 　「特定保険医療材料の定義について」

の一部改正について
（平成24年3月5日保医発0305第8号）



圃
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
　　（平成24年3月5日保医発0305第1号）の一部改正について

1　別添1の第2章第4部第2節E100を次のように改める。
　　　（1）　「注3」の加算における所定点数には「注2」による加算は含まれない。
　　　（2）　乳房用ポジトロン断層撮影は、乳房専用のP　ET装置を用いて、診断用
　　　　　の画像としてポジトロン断層撮影画像を撮影するものをいい、本区分「3」
　　　　　及び区分番号「E101」シングルホトンエミッションコンピューター断
　　　　　層撮影（同一のラジオアイソトープを用いた一連の検査につき）の所定点
　　　　　数を併せて算定する。
　　　（3）　乳房用ポジトロン断層撮影は、画像の方向、スライスの数、撮影の部位
　　　　　数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する。
　　　（4）　乳房用ポジトロン断層撮影は、18FDGを用いて、乳がんの病期診断及
　　　　　び転移・再発の診断を目的とし、他の検査、画像診断により病期診断及び
　　　　　転移・再発の診断が確定できない患者に使用した場合に限り算定する。
　　　（5）　乳房用ポジトロン断層撮影は、区分番号「E101－2」ポジトロン断
　　　　　層撮影の「2」18FDGを用いた場合（一連の検査につき）、区分番号「E
　　　　　101－3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影（一連の検査
　　　　　につき）のr2」18FDGを用いた場合（一連の検査につき）又はポジト
　　　　　ロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影と併せて同日に行った場
　　　　　合に限り算定する。なお、18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定
　　　　　点数に含まれ、別に算定できない。
　　　（6）　乳房用ポジトロン断層撮影は、区分番号「E101－2」ポジトロン断
　　　　　層撮影又は区分番号「E101－3」ポジトロン断層・コンピューター断
　　　　　層複合撮影（一連の検査につき）の施設基準に適合しているものとして地
　　　　　方厚生局長等に届け出ている保険医療機関に限り算定できる．。
　　　（7）　乳房用ポジトロ’ン断層撮影は、区分番号「E101－2」ポジトロン断
　　　　　層撮影又は区分番号「E101－3」ポジトロン断層・コンピューター断
　　　　　層複合撮影（一連の検査につき）の施設基準に適合しているものとして地
　　　　　方厚生局長等に届け出ている保険医療機関以外の保険医療機関において行
　　　　　われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

2　別添1の第2章第9部J　OO1に次のように加える。
　　　（4）　陰圧創傷治療用カートリヅジを用いて処置を行った場合は、局所陰圧閉
　　　　　鎖処置材料で被覆すべき創傷面の広さに応じて各号により算定する。ただ
　　　　　し、入院中の患者以外に使用した場合に限る。
　　　（5）　陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行う際｛局所陰圧閉鎖処置
　　　　　用材料の初回の貼付に限り、区分番号「J　o　O3」の「注」による所定点
　　　　　数を加算する。ただし、入院中に区分番号「」003」局所陰圧閉鎖処置
　　　　　　（1目につき）を算定していた患者が引き続き外来で使用した場合は算定
　　　　　できない。
　　　（6）　陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行う際は、部位数にかかわ
　　　　　らず、所定点数を算定する。
　　　（7）　陰圧創傷治療用カートリッジを用いて処置を行う際は、区分番号「J　O



　　01－4」重度褥瘡処置及び区分番号r　J　O53」皮膚科軟膏処置は併せ
　　て算定できない。区分番号r　J　O　O　O」創傷処置又は区分番号「J　O　O1」

　　熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算
　　定できない。

（8）　陰圧創傷治療用カートリッジを用いた処置終了後に引き続き創傷部位の
　　処置が必要な場合は、区分番号r　J　O　O　O」創傷処置により算定する。

（9）　陰圧創傷治療用カートリッジを用いた処置を算定する場合は、特定保険
　　医療材料の局所陰圧閉鎖処置用材料を併せて使用した場合に限り算定する
　　ことができる。

3　別添1の第2章第9部」003を次のように改める。
　　」003　局所陰圧閉鎖処置（1目につき）
　　　（1）　入院中の患者に対．しで処置を行った場合に限り算定できる。
　　　（2）　「1」から「3」に示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき
　　　　　創傷面の広さをいう。
　　　（3）　部位数にかかわらず、1目につき、所定点数により算定する。
　　　（4）　局所陰圧閉鎖処置を算定する場合は、区分番号r　J　O　O1－4」重度褥●
　　　　　瘡処置及び区分番号r　J　O53」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。
　　　　　区分番号「」000」創傷処置又は区分番号「」001」熱傷処置は併せ
　　　　　て算定できるが、当該処置が対象とする創傷を重複して算定できない。
　　　（5）　局所陰圧閉鎖処置終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場合は、匿
　　　　　分番号「J　O　O　O」創傷処置により算定する。
　　　（6）　「注」に規定する加算は、入院中以外の患者が陰圧創傷治療用カートリ
　　　　　ッジを用いて処置を行っていた場合で、引き続き入院中に局所陰圧閉鎖処
　　　　　置を行った場合は算定できない。
　　　（7）　局所陰圧閉鎖処置を算定する場合は、特定保険医療材料の局所陰圧閉鎖
　　　　　処置用材料を併せて使用した場合に限り算定することができる。



圃
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」

　（平成24年3月5日保医発0305第5号）の一部改正について

1　1の3の（38－2）の次に次のように加える。
　　（38－3）固定用内副子（プレート）

　　　　ストレートプレート（生体用合金1・S）及びストレートプレート（生体用
　　　合金1・L）を胸骨に用いる場合は、以下のいずれかに該当した場合に限り算
　　　定できる。その際、診療報酬明細書の摘要欄に該当する項目を記載すること。
　　　ア　高度肥満（BM　I30以上）の患者
　　　イ　インスリン依存型糖尿病の患者
　　　ウ　重症ハイリスク症例と考えられる患者（高度慢性閉塞性肺疾患、ステロイ
　　　　ド使用患者、両側内胸動脈を使用したバイパス例、起立時・歩行時に上肢に
　　　　体重をかける必要のある脳神経疾患患者等）

2　1の3の（60）の次に次のように加える。
　　（60－2）植込型除細動器用カテーテル電極

　　　　アダプターは、除細動閾値が高く、除細動電極の追加が必要となった患者に
　　　対して使用した場合に限り算定できる。

3　1の3の（67）に次のように加える。
　　　キ　冠動脈カテーテル交換用カテーテルは、
　　　　して算定する。

1回の手術に対し、1本を限度と

4　1の3の（69）の次に次のように加える。
　　（69－2）組織拡張器

　　　　乳房用は以下のいずれにも該当する場合に限り算定できる。
　　　ア　乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術を行う症例で、以下のいずれかに該当し
　　　　た場合に限り算定できる。その際、その旨を診療報酬明細書’の適要欄に記載．

　　　　すること。
　　　　a　一次再建の場合
　　　　　　術前診断においてStageII以下で、皮膚浸潤、大胸筋浸潤や高度のリンパ
　　　　　節転移を認めない乳腺全摘術後の症例で、かつ、皮膚欠損を生じないか、
　　　　　小範囲で緊張なく縫合閉鎖可能な症例。
　　　　b　二次再建の場合
　　　　　　乳腺全摘術後で大胸筋が残存している症例であること。ただし、放射線
　　　　　照射により皮膚の血行や弾力性が障害されていないこと。
　　　イ　当該材料は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定す

　　　　る。
　　　　a　形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している医師、
　　　　　もしくは、その指導下で研修を行う医師であること。
　　　　b　関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、医師登
　　　　　録がなされていること。
　　　ウ　以下に該当する保険医療機関において実施すること。なお、届出は本通知



　別添様式2により提出すること。
　a　一次再建の場合
　　　乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名
　　以上配置されており、かつ、形成外科の経験を5年以上有している常勤又
　　は非常勤の医師と連携して手術を行うこと。
　b　二次再建の場合
　　　形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名
　　以上配置されていること。
工　関係学会から示されている指針に基づき、乳房再建術が適切に実施されて
　いること。
オ　乳腺悪性腫瘍手術と乳房再建術を行う医療機関が異なる場合は、双方の持
　つ臨床情報、手術日、術式等を示す文書を相互に交付した上で、診療録に添
　付して保存すること。

5　1の3の（75）に次のように加える。
　　　ウ　胸部大動脈用ステントグラフトの血管分岐部対応型は、腕頭動脈、左総頸動
　　　　脈、左鎖骨下動脈等の主要血管分岐部を含む部位に使用した場合に算定できる。
　　　　その際、診療報酬明細書の摘要欄に該当する主要分岐血管名を記載すること。

6　1の3の（78）のイのd中「本通知別添様式」を「本通知別添様式1」に改める。

7　1の3の（95）の次に次のように加える。
　（96）神経再生誘導材
　　　神経再生誘導材を用いて神経再建術を行った場合は、区分番号「K182」．神経
　　縫合術の「1」の点数に準じて算定する。
　（97）気管支用充填材
　　　気管支用充填材を用いて瘻孔閉鎖を行った場合の手技料は、区分番号「D302』
　　気管支ファイバースコピーの点数に含まれ、別に算定できない。
　（98）人工乳房

　　　ア　乳腺悪性腫瘍手術後の乳房再建術を行う症例で、以下のいずれかに該当した
　　　　場合に限り算定できる。その際、その旨を診療報酬明細書の適要欄に記載する

　　　　こと。

　　　　a　一次一期的再建の場合
　　　　　　術前診断においてStageH以下で、皮膚浸潤、大胸筋浸潤や高度のリンパ
　　　　　節転移を認めない症例で、かっ、大胸筋が温存され皮膚欠損が生じない乳輪
　　　　　乳頭温存皮下乳腺全摘術を行った症例。

　　　　b　一次二期的再建の場合
　　　　　　乳腺全摘術時に組織拡張器が挿入され、十分に皮膚が拡張されている症例。

　　　　c　二次再建の場合
　　　　　　乳腺全摘術後で大胸筋が残存しており、初回手術で組織拡張器が挿入され
　　　　　十分に皮膚が拡張されているか、皮弁移植術などにより皮膚の不足が十分に
　　　　　補われている、あるいは十分に補われることが見込まれる症例。ただし、放
　　　　　射線照射により皮膚の血行や弾力性が障害されていないこと。
　　　イ　当該材料は、以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定する。
　　　　a　形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している医師、
　　　　　もしくは、その指導下で研修を行う医師であること。



　b　関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、医師登録
　　がなされていること。
ウ　以下に該当する保険医療機関において実施すること。なお、届出は本通知別
　添様式2により提出すること。
　a　一次一期的再建の場合
　　　乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以
　　上配置されており、かつ、形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有して
　　いる常勤又は非常勤の医師と連携して手術を行うこと。
　b　一次二期的再建及び二次再建の場合
　　　形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以
　　上配置されていること。
工　関係学会から示されている指針に基づき、乳房再建術が適切に実施されてい
　ること。

オ　乳腺悪性腫瘍手術と乳房再建術を行う医療機関が異なる場合は、双方の持つ
　臨床情報、手術目、術式等を示す文書を相互に交付した上で、診療録に添付し
　て保存すること。
力　人工乳房を用いて乳房再建術を行った場合は、区分番号「K476－3」乳
　房再建術（乳房切除後）の点数に準じて算定する。

8　（別紙）057の（2－2）の次に次のように加える。

　　（2－3）骨盤側材料・カップ・ライナー一体型．（皿） 人工股関節HA－2－3

9　（別紙）073に次のように加える。
　　（9）位置情報表示装置（プローブ・ドリル） 髄内釘・F4－k



別添様式2

人工乳房及ぴ組織拡張器（乳房用）使用の施設基準に係る届出書添付書類

1 使用する医療材料について（該当する部分にO印をつける）

・　人工乳房

（　一次一期的再建
一次二期的再建及び二次再建　　　　　　■ ）

・　組織拡張器 （乳房用）

（　一次再建 二次再建 ）

2 形成外科または乳腺外科の経験を5年以上有する医師の氏名等

医師の氏名 所属する 該当する 経験 常勤・非常勤 医師登録

診療科名 経験分野 年数 の区分 年月日

（該当部にO （該当部にO

印をつける） 印をつける）

・形成外科 ・常勤

・乳腺外科 年 ・非常勤

・形成外科 ・常勤

・乳腺外科 年 ・非常勤

・形成外科 ・常勤

・乳腺外科 年 ・非常勤

・形成外科 ・常勤

・乳腺外科 年 ・非常勤

［記載上の注意］

　1　「1」は、使用する材料ごとに、該当する部分全てにO印をつけること。

　2　「2」は、5年以上の形成外科または乳腺外科の専門的な研修の経験を有する医師につ
　　いて記載すること。また、当該医師の経歴（当該病院での勤務期間、形成外科または乳腺

　　外科の経験年数及び医師登録の有無がわかるもの）を添付すること。



圃
「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」（平成24年3月5日
　　　　　　　　　　　　保医発0305第7号）の一一部改正について

1 （別表）の1の処置を次のように改める。

特定診療報酬算定医療機 定　　　義

器の区分

薬事法承認上の位置付け その他の条件 対応する診療報酬項目

類別 一般的名称

持続的胸腔ドレナージ 機械器具（32）医療用吸引器 胸腔吸引器 持続的胸腔ドレナージ（吸引） ドレーン法

が可能なもの

J　O19 持続的胸腔ドレナージ

（

陰圧創傷治療用カートリ 医療用品（4）整形用品 単回使用陰圧創傷治療システ 管理された陰圧を付加し、創 J　OO3 局所陰圧閉鎖処置（1日につき）

ツジ．． ム 傷治療を促進するもの

酸素吸入器 機械器具（6）呼吸補助器 酸素投与キット 酸素吸入が可能なもの J　O24 酸素吸入

高圧ガスレギュレータ

酸素治療フローメータ

酸素治療送人システム

呼吸同調式レギュレータ

呼吸同調式レギュレータセッ

ト

高気圧酸素治療装置（1） 機械器具（6）呼吸補助器 高圧酸素患者治療装置 高気圧酸素治療が可能なもの J　O27 高気圧酸素治療

1　救急的なもの

イ1人用高圧酸素治療

2　非救急的なもの

高気圧酸素治療装置（皿） 機械器具（6）呼吸補助器 高圧酸素患者治療装置 高気圧酸素治療が可能なもの J　O27 高気圧酸素治療

1　救急的なもの

ロ　多人数用高圧酸素治療

2　非救急的なもの

黄疸光線治療器 機械器具（12）理学診療用器具 新生児黄疸光線治療器 新生児黄疸に対する治療が可 J　O43 新生児高ビリルビン血症に対する光線療法

能なもの

人工呼吸器 機械器具（5）麻酔器並びに麻酔 麻酔システム用人工呼吸器 人工呼吸が可能なもの J　O45 人工呼吸

器用呼吸嚢及びガス吸収かん

機械器具（6）呼吸補助器 ガス式肺く工蘇生器

新生児・小児用人工呼吸器

高頻度人工呼吸器

呼気肺人工蘇生器

再使用可能な手動式肺人工蘇

生器

手動式ジェット人工呼吸器

陰圧人工呼吸器

麻酔用人工呼吸器

手動式心臓ポンプ人工蘇生器

処　置



単回使用手動式肺人工蘇生器

ﾂ搬型人工呼吸器

搗ｱ的気道陽圧ユニット

ﾆ庭治療用人工呼吸器

�且ｮ気道陽圧ユニジト

搗ｱ的自動気道陽圧ユニット

ｬ人用人工呼吸器

ﾄ用人工呼吸器

一酸化窒素吸入療法機器 機械器具（6）呼吸助器 一酸化窒素ガス管理システム

齊_化窒素

人工呼吸器と接続し、一酸化

qf濃度を監視しながら供給

�ｨこなうもの（一酸化窒素

�ﾜむ）

J　O45－2 一酸化窒素吸入療法

心マッサージ器 機械器具（1ω理学診療用器具 電動式心肺人工蘇生器

闢ｮ式心臓ポンプ

@械式心肺人工蘇生器

非開胸的心臓マッサージが可

Eなもの

J　O46 非開胸的心マッサージ

除細動器 機械器具（12）理学診療用器具 電話操作除細動器

齊椏I使用ベーシング機能付

恪ﾗ動器

�纓ﾃ従事者向け自動除細動

嵓ｼ自動除細動器

闢ｮ式除細動器

電気エネルギーを用い、除細

ｮを行うことが可能なもの

」047 カウンターショック

皮膚レーザー照射装置

i1）

機械器具（31）医療用焼灼器 色素レーザ 色素レーザー照射療法が可能

ﾈもの

J　O54－2

　　　　　　　　　’
逡�戟[ザー照射療法

@1　色素レーザー照射療法

皮膚レーザー照射装置

i皿）

機械器具（31）医療用焼灼器 ルビーレーザ

Aレキサンドライトレーザ

OJ54－2 皮膚レーザー照射療法

@2　Qスイッチ付レーザー照射療法

Qスイッチ付ルビーレーザー

ﾆ射療法又はルビーレーザー

ﾆ射療法が可能なもの

pスイッチ付アレキサンドラ

Cトレーザー照射療法が可能

ﾈもの

J　O54－2 皮膚レーザー照射療法

@2　Qスイッチ付レーザー照射療法．

光線治療器（1） 機械器具（12）理学診療用器具 赤外線治療器 患部の加温を行うことが可能

ﾈもの

J119 消炎鎮痛等処置

@2　器具等による療法

光線治療器（H） 機械器具（12）理学診療用器具 紫外線治療器

ﾔ外線治療器

Lセノン光線治療器

赤外線又は紫外線を用いて皮

�ｾ患に対する光線治療を行

､ことが可能なもの

J　O54 皮膚科光線療法

干渉低周波膀胱等刺激装

u

機械器具（12）理学診療用器具 干渉電流型低周波治療器 干渉低周波電流を通じ、尿失

ﾖ治療を行うことが可能なも

ﾌ

J　O70－2 干渉低周波による膀胱等刺激法

低周波治療器 機械器具（12）理学診療用器具 低周波治療器

ｱ渉電流型低周波治療器

ｭさ期間測定低周波治療器

患部筋肉や神経に電気刺激を

^えるもの

J119 消炎鎮痛等処置

@2　器具等による療法



高周波治療器 機械器具（12）理学診療用器具 マイクロ波治療器 患部の加温を行うことが可能 J119 消炎鎮痛等処置

超短波治療器 なもの 2　器具等による療法

超音波治療器 機械器具（12）理学診療用器具 超音波治療器 患部の加温を行うことが可能 J119 消炎鎮痛等処置

なもの 2　器具等による療法

レーザ治療器 機械器具（12）理学診療用器具 ヘリウム・ネオンレーザ治療 疼痛緩和に用いることが可能 J119－3 低出カレーザー照射

器 なもの

半導体レーザ治療器

2 （別表）の1の手術を次のように改める。

手　術

特定診療報酬算定医療機 定　　　義

器の区分 対応する診療報酬項目

薬事法承認上の位置付け その他の条件　　　’

類　別 一般的名称

経皮病変識別マーカ 医療用品（4）整形用品 植込み型病変識別マーカ 放射線治療において、経皮的 K　OO7－2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術

に留置する金属マーカである

もの

位置情報表示装置 機械器具（12）理学診療用器具 手術用ナビゲーションユニッ 定位手術の際、電磁場を用い K　O46 骨折観血的手術

ト て髄内釘等の位置情譲を表示

するもの

骨電気刺激装置 機械器具（12）理学診療用器具 電気骨折治療器 骨折の治療促進を行うことが K　O47 建治性骨折電磁波電気治療法

可能なもの

超音波骨折治療器 機械器具（12）理学診療用器具 超音波骨折治療器 超音波を用いて骨折の治癒促 K　O47－2 難治性骨折超音波治療法

進を行うことが可能なもの

K　O47－3 超音波骨折治療法

体外衝撃波疼痛治療装置 機械器具（12）理学診療用器具 体外衝撃波疼痛治療装置 体外衝撃被を用いて疼痛の治 K　O96－2 体外衝撃波惨痛治療術

療を行うことが可能なもの

緑内障治療用インプラン 医療用品（4）整形用品 眼内ドレーン 緑内障の治療に用いるもの 罵268 緑内障手術

ト 4　緑内障治療用インプラント挿入術

眼科用光凝固装置 機械器具（31）医療用焼灼器 眼科用レーザ光凝固装置 眼科用レーザー光凝固装置で K270 虹彩光凝固術

眼科用レーザ光凝固・パルス あるもの

レーザ手術装置 K271 毛様体光凝固術

Kつ73 隅角光凝固術

K276 網膜光凝固術

網膜復位用ガス 医療用品（4）整形用品 網膜復位用人工補綴材 眼球内部より剥離した網膜を K275 網膜復位術

脈絡膜上に復位・固定するた

めに、硝子体腔内に充填する

ガスであること

K280 硝子体茎顕微鏡下離断術

1　網膜付着組織を含むもの

K281 増殖性硝子体網膜症手術

眼科用レーザ手術装置 機械器具（31）医療用焼灼器 眼科用パルスレーザ手術装置 後発白内障切開術が可能なも K282－2 後発白内障手術

眼科用レーザ光凝固・パルス の

レーザ手術装置

超音波白内障手術装置 機械器具（12）理学診療用器具 白内障・硝子体手術装置 水晶体の破砕が可能なもの K282 水晶体再建術

機械器具（29）電気手術器 水晶体乳化術白内障摘出ユニ

ット

前房レンズ 機械器具（72）視力補正用レンズ 前房レンズ 白内障に対する手術後の無水 K282 水晶体再建術

後房レンズ 後房レンズ 晶体眼の視力補正が可能なも 1　眼内レンズを挿入する場合

ヘパリン使用後房レンズ ヘパリン使用後房レンズ の

多焦点後房レンズ 多焦点後房レンズ

挿入器付後房レンズ 挿入器付後房レンズ

高周波電流電気手術器 機械器具（29）電気手術器 バイポーラ電極 高周波電流により扁桃組織の K377 口蓋扁桃手術

切除及び凝固が可能なもの



心臓聞定用圧子 機械器具（42）医療用剥峰子 単回使用臓器固定用圧子 心拍動下における心臓手術時 K552－2 冠動脈、大動脈バイパス移植術（人工心肺

に、心臓の特定部位の動きを を使用しないもの）

制限するもの

植込型医薬品注入器 機械器具（74）医薬品注入器 皮下用ポート及びカテーテル 繰り返し薬液投与を行うため K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注

長期的使用注入用植込みポー に体内に留置するもの 入用植込型カテーテル設置

ト K618 中心静脈栄養用植込型カテーテル設置

レーザー手術装置（1） 機械器具（31）医療用焼灼器 炭酸ガスレーザ レーザーにより組織の凝固又 K841－2 経尿道的レーザー前立腺切除術

ネオジミウム・ヤグレーザ は切開が可能なもの

エキシマレーザ

色素レーザ

ネオジミウム・ヤグ倍周波数

レーザ

一酸化炭素レーザ

エルビウム・ヤグレーザ

ホルミウム・ヤグレーザ

パルスホルミウム・ヤグレー

U
アルゴン・クリプトンレーザ

ルビーレーザ

銅蒸気レーザ

色素・アレキサンドライトレ

一ザ

クリプトンレーザ

ダイオードレーザ

ヘリウム・カドミウムレーザ

KT　Pレーザ

レーザー手術装置（∬） 機械器具（31）医療用焼灼器 PDTエキシマレーザ 光線力学療法が可能な波長63 K510－2 光線力学療法

On鵬のエキシマ・ダイレーザ

又はYAG・O　POレーザー

であるもの

K526－3 内視鏡的表在性食道悪性腫瘍光線力学療法

K653－4 内視鏡的表在性胃悪性腫瘍光線力学療法

K872－5 千官頚舘初期癌又は異形成光線力学療法

レーザー手術装置（皿） 機械器具（12）理学診療用器具 体内挿入式レーザ結石破砕装 経皮的尿路結石破砕が可能な K781 経尿道的尿路結石除去術

機械器具（3D医療用焼灼器 置 もの

色素レーザ

ホルミウム・ヤグレーザ

パルスホルミウム・ヤグレー

U
色素・アレキサンドライトレ

一ザ

レーザー手術装置（IV） 機械器具（31）医療用焼灼器 ダイオードレーザ 下肢静脈瘤の治療が可能なも K617－4 下肢静脈瘤血管内焼灼術

の

病変識別マーカ 医療用品（4）整形用品 植込み型病変識別マーカ 肺癌に対する放射線治療にお K509－3 気管支内視鏡的放射線治療用マーカー留置

いて、局所制御率の向上を目 術

的に経内視鏡的に留置する金

マーカであること

心臓内三次元画像構築装 機械器具（21）内蔵機能検査用器 心臓カテーテル用検査装置 体表面電極から発生する微弱 K595 経皮的カテーテル心筋焼灼術（三次元カラ

置 具 な電気信号を体外式べ一スメ 一マッピング加算）
■

一カー用カテーテル電極（磁

気センサーを有するものを除

く。）等により検出し、三次

元心腔内形状を作成し、これ

らのカテーテル電極にて検出

した心電図との合成により三

次元画像を構築することが可

能なもの

体外型心臓ペースメーカ 機械器具（7）内臓機能代用器 侵襲式体外型心臓ベースメー 不整脈の補正（心臓ベーシン K596 体外ベースメーキング術



一 カー

�N襲式体外型心臓ペースメ

[カー

o食道体外型心臓ペースメー

Jー

グ）が可能なもの

マイクロ波手術器 機械器具（29）電気手術器 焼灼術用電気手術ユニット マイクロ波により組織④止血

yび凝固が可能なもの

K697－2 肝悪性腫瘍マイクロ波凝固法

K695 肝切除術

ラジオ波手術器 機械器具（29）電気手術器 治療用電気手術器 ラジオ波により組織の凝固が

ﾂ能なもの

K697－3 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法

冷凍手術器 機械器具（31）医療用焼灼器 汎用冷凍手術ユニット 組織の凍結及び壊死が可能な

烽ﾌ

K773－4 腎腫瘍凝固・焼灼術（冷凍凝固によるもの）

結紮器及び縫合器 機械器具（30）結紮器及び縫合器 体内固定用組織ステープル 直腸粘膜の環状切離及び吻合

ｪ可能なもの

K743 痔核手術

@5　P　P　H

体外式衝撃波結石破砕装

@（1）

機械器具（12）理学診療用器具 体外式結石破砕装置

�ｬ火　挿入式結石破砕装

胆石の破砕が可能なもの K678 体外衝撃波胆石破砕術

体外式衝撃波結石破砕装

@（皿）

機械器具（12）理学診療用器具 体外式結石破砕装置

�ｬ火薬入式結石破砕装置

腎・尿管結石の破砕が可能な

@の

K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

体外式衝撃波結石破砕装

u（皿）

機械器具（12）理学診療用器具 体外式結石破砕装置

�ｬ火薬挿入式結石破砕装置

胆石及び賢・尿管結石の破砕

ｪ可能なもの

K678 体外衝撃波胆石破砕帯

K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術

恥骨固定式膀胱頚部吊上

p用装置

機械器具（30）結紮器及ぴ縫合器 尿失禁挙上針 恥骨固定式膀胱頚部吊上術を

sうこと痢珂能なもの

K823 尿失禁手術

@1　恥骨固定式膀胱頚部吊上術を行

@　うもの

経尿道的前立腺高温度治

ﾃ装置

機械器具（12）理学診療用器具 高周波式ハイパサーミアシス

eム

}イクロ波ハイパサーミアシ

Xテム

経尿道的にアプリケータを挿

�ｵて前立腺肥大組織を45度

ﾈ上まで加温することができ

驍烽ﾌ

K841－3 経尿道的前立腺高温度治療

超音灘瞭器 機械器具（12）理学診療用器具 超音波治療器 経肛門的にブローべを挿入し

ﾄ、超音波により前立腺肥大

g織を60度以上まで加熱する

ｱとができるもの

K841－4 焦点式高エネルギー超音波療法

分娩用吸引器 機械器具（32）医療用吸引器 分娩用吸引器

闢ｮ式分娩用吸引器

吸引娩出に用いられるもの K893 吸引娩出術

自家輸血装置 機械器具（7）内臓機能代用器 自己血回収装置

P回使用自己血回収キット

術野から血液を回収して、濃

k及び洗浄又は濾過を行い、

ｳ者の体内に戻すことが可能

ﾈもの

K923 術中術後自己血回収術

自己生体組織撞着剤作成

p機器

機械器具（7）内蔵機能代用器 血漿成分分離用装置 貯血した自己由来の血漿か

轣A生体組織接着剤を調整す

驍ｽめのもの

K924 自己生体組織接着剤作成術

超音波手術器 機械器具（12）理学診療用器具 超音波手術器 超音波により組織の凝固、切

J又は破砕が可能なもの

K931 超音波凝固切開装置等加算

超音波吸引器 機械器具（12）理学診療用器具 超音波吸引器 超音波により組織の破砕、乳

ｻ又は吸引が可能なもの

K931 超音波凝固切開装置等加算

電気手術器
機械器具（29）戯手術器 治療用電気手術器 電気により血管及ぴ組織の閉

ｽ又は剥離が可能なもの

K931 超音波凝固切開装置等加算

手術用ロボット手術ユニ

bト

機械器具（12）理学診療用器具 手術用ロボット手術ユニット 三次元画像を通して、術者の

燻給ｾ手術器具操作を支援す

驍ｱとが可能なもの

K939－4 内視鏡手術用支援機器加算



圃
「特定保険医療材料の定義について」（平成24年3月5日
　　　保医発0305第8号）の一部改正について

1　別表のHの057の（2）中「12区分」を「13区分」に、「合計20区分」を「合計21区分」
　に改める。

2　別表のIIの057の（3）の⑥に次のように加える。

　　　　エ　⑦に該当しないこと。

3　別表の1【の057の（3）の⑳を⑳とし、⑲のイ中「⑯から⑱まで」を「⑰から⑲まで」
　に改め、⑲を⑳とし、⑱のイ中「⑯、⑰及び⑲」を「⑰、⑱及び⑳」に改め、⑱を
⑲とし、⑰のウ中「⑯、⑱及び⑲」を「⑰、⑲及び⑳」に改め、⑰を⑱とし、⑯の
イ中「⑰から⑲まで」を「⑱から⑳まで」に改め、⑯を⑰とし、⑮を⑯とし、⑭を
⑮とし、⑬のウ中「⑭」を「⑮」に改め、⑬を⑭とし、⑫を⑬とし、⑪のア中「⑫」
を「⑬」に改め、⑪を⑫とし、⑩を⑪とし、⑨を⑩とし、⑧を⑨とし、⑦のウ中r⑧
から⑫」を「⑨から⑬」に改め、⑦を⑧とし、⑥の次に次のように加える。

　　　⑦骨盤側材料・カップ・ライナー一体型（皿）
　　　　　次のいずれにも該当すること。
　　　　ア　股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成カップ（再置換
　　　　　用を含む。）であって、カップの内側に関節摺動面を有し、ライナー機能を
　　　　　併せもつものであること。
　　　　イ　再建用臼蓋形成カップに該当しないこと。
　　　　ウ　固定方法が間接固定であること。
　　　　工　摩耗粉を軽減するための以下のいずれかの加工等が施されているものであ
　　　　　って、その趣旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。
　　　　　i　ガンマ線又は電子線照射及び融点以下の熱処理を連続しておこなうこと
　　　　　　による架橋処理が施されていること。
　　　　　五　ビタミンEに浸漬されていること。

4　別表のHの061の（3）の①のアを次のように改める。
　　　　ア　次のいずれかに該当すること。
　　　　　i　長管骨骨幹部の骨折の固定（骨延長用を含む。）に使用されるプレート
　　　　　　であること。
　　　　　五　胸骨の骨折の固定に使用されるプレートのうち、使用可能なスクリュー
　　　　　　が4本以下であること。

5　別表のHの061の（3）の②のアを次のように改める。
　　　　ア　次のいずれかに該当すること。
　　　　　i　長管骨骨幹部の骨折の固定（骨延長用を含む。）に使用されるプレート
　　　　　　であること。
　　　　　五　胸骨の骨折の固定に使用されるプレートのうち、使用可能なスクリュー
　　　　　　が5本以上であること。

6　別表のHの073の（1）の①を次のように改める。



①　薬事承認上又は認証上、類別がr医療用品（4）整形用品」又は「機械器具
　（12）理学診療用器具」であって、一般的名称が「体内固定用ネジ」、「体内
　固定用ナット」、r体内固定用大腿骨髄内釘」、r体内固定用ワッシヤ」、「体内
　固定用脛骨髄内釘」、r体内固定用上肢髄内釘」又はr手術用ナビゲーション
　ユニット」であること。

7　別表のIIの073の（3）に次のように加える。

　　　⑨　位置情報表示装置（プローブ・ドリル）
　　　　　ネイルプローブとドリルを共に含むもので、ネイルプローブは先端にセンサ
　　　　一を内蔵し、電磁場を利用して髄内釘の位置情報を表示するための機器と併せ
　　　　て用いるものであること。

8　別表の■の112の（2）中「9区分」を「10区分」に改める。

9　別表の1【の112の（3）の①中「シングルチャンバ」を「シングルチャンバ・標準型」

　に改め、同①に次のように加える
　　　　ウ　②に該当しないこと。

10　別表のHの112の（3）の⑨を⑩と．し、⑧を⑨とし、・⑦のオ中「⑨」をr⑩」に改め、
　⑦を⑧とし、⑥の工中「⑦及び⑨」を「⑧及び⑩」に改め、⑥を⑦とし、⑤を⑥ど
　し、④を⑤とし、③を④とし、②を③とし、①の次に次のように加える。

　　　②シングルチャンバ・MRI対応型
　　　　　次のいずれにも該当すること。
　　　　ア’シングルチャンバ型であること。
　　　　イ　上室性頻拍抑止機能を有しないものであること。
　　　　ウ’本品を植え込んだ患者において、撮像可能条件に適合する場合に1．5テス
　　　　　うの装置によるMR　I検査が可能となる構造・機能を有するものであるこ
　　　　　と。

11別表の皿の118の（1）を次のように改める。
　　（1）定義

　　　　次のいずれにも該当すること。
　　　①　薬事承認上又は認証上、類別がr機械器具（7）内臓機能代用器」であって、
　　　　一般的名称が「植込み型除細動器・ペースメーカリード」又は「植込み型ぺ一
　　　　スメーカアダプタ」であること。
　　　②　次のいずれかに該当すること。
　　　　ア　心室性頻拍等に対し、心室センシング、ぺ一シング、抗頻拍ぺ一シング治
　　　　　療及び除細動を行う際に使用する植込型除細動器用カテーテル電極であるこ
　　　　　と。

　　　　イ　コネクタを有するものであること。
　　　③　植込型除細動器に使用するものであること。

12別表のIIの118の（2）を次のように改める。
　　（2）機能区分の考え方
　　　　電極の機能により、シングル、マルチ（一式）及びアダプターの合計3区分に
　　　区分する。



13　別表のHの118の（3）に次のように加える。

　　　③　アダプター
　　　　　植込型除細動器又は両室ぺ一シング機能付き植込型除細動器と植込型除細動
　　　　器用カテーテル電極を中継又は適合させるためのコネクタを有するものであ
　　　　り、高電圧電極を分岐する機能を有するものであること。

14　別表のHの133の（1）中「下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル（1区分）及び血管塞栓
　用プラグ（1区分）」を「下肢動脈狭窄部貫通用カテーテル（1区分）、血管塞栓用
　プラグ（1区分）及び冠動脈カテーテル交換用カテーテル（1区分）」に、「合計45
　区分」を「合計46区分」に改める。

15　別表のHの133に次のように加える。
　　（20）冠動脈カテーテル交換用カテーテル

　　　　定義
　　　　次のいずれにも該当すること。
　　　①　薬事承認又は認証上、類別が「機械器具（51）医療用騰管及び体液誘導管」
　　　　であって、一般的名称が「冠動脈カテーテル交換用カテーテル」であること。
　　　②　経皮的冠動脈形成術を実施する際に、カテーテルの交換を補助することを目
　　　　的として使用するカテーテルであること。

16　別表のHの139を次のように改める。
139　組織拡張器

　　（n　定義

　　　　次のいずれにも該当すること。
　　　①　薬事承認又は認証上、類別が「医療用品（4）整形用品」であって、一般的
　　　　名称が「皮膚拡張器」であること。
　　　②　皮下、粘膜下又は筋肉下に挿入し、皮弁を得ること等を目的に皮膚を伸展さ
　　　　せるために使用する組織拡張器であること。
　　（2）機能区分の考え方
　　　　使用方法及び使用目的により、一般用と乳房用の合計2区分に区分する。
　　（3）機能区分の定義
　　　①　一般用
　　　　　②に該当しないこと。
　　　②　乳房用
　　　　　次のいずれにも該当すること。
　　　　ア　薬事承認又は認証上、使用目的が乳房再建術に限定されていること。
　　　　イ　形状がしずく形状、半月形状又はクロワッサン形状であって、その趣旨が
　　　　　薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。
　　　　ウ　表面にテクスチャード加工（表面の微細孔加工）が施されており、その趣
　　　　　旨が薬事法承認事項又は認証事項に明記されていること。

17　別表のIIの146の（2）を次のように改める。

　　（2）機能区分の考え方
　　　　使用目的により、腹部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）（1区分）、
　　　腹部大動脈用ステントグラフト（補助部分）（1区分）、胸部大動脈用ステント



グラフト（メイン部分）（2区分）及び胸部大動脈用ステントグラフト（補助部
分）（1区分）の合計5区分に区分する。

18　別表のIIの146の（3）の③中「胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）」を「胸
　部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）・標準型」に改め、同③に次のように加
　える。

　　　　ウ　④に該当しないこと。

19別表のIIの146の（3）の④を⑤とし、③の次に次のように加える。
　　　④　胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）・血管分岐部対応型
　　　　　次のいずれにも該当すること。
　　　　ア　胸部大動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。
　　　　イ　胸部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入す
　　　　　るための付属品を含んでいるものであること。
　　　　ウ　血管分岐部に対応するための開窓部（フェネストレーション）を有する
　　　　　ものであること。　　　　　　　．

20　別表のIIの159の（1）を次のように改める。

　　（1）薬事法承認又は認証上、類別がr医療用品（4）整形用品」であって、一般
　　　的名称が「陰圧創傷治療システム」又は「単回使用陰圧創傷治療システム」で
　　　あること。

21　別表のHに次のように加える。
　178　神経再生誘導材
　　　定義
　　　次のいずれにも該当すること。
　　（1）薬事承認又は認証上、類別がr医療用品（4）整形用品」であって、一般的
　　　名称が「コラーゲン使用吸収性神経再生誘導材」であること。
　　（2）末梢神経断裂・欠損部に導入して両断端に連続性を持たせ、神経再生の誘導
　　　と機能再建を目的とするものであること。
　　（3）吸収性合成高分子材料との二重構造を有するものであること。

179　気管支用充填材

　　定義
　　次のいずれにも該当すること。
　（1）薬事承認又は認証上、類別が「機械器具（7）内臓機能代用器」であって、
　　一般的名称が「気管支用充填材」であること。
　（2）内視鏡下で気管支に充填し、外科手術が困難な難治性気胸や気管支痩等の治
　　療を目的とするものであること。

180　陰圧創傷治療用カートリッジ
　　定義
　　次のいずれにも該当すること。
　（1）薬事法承認又は認証上、類別がr医療用品（4）整形用品」であって、一般
　　的名称が「単回使用陰圧創傷治療システム」であること。
　（2）管理された陰圧を付加することで、創傷の保護、肉芽形成の促進、滲出液と



感染性老廃物の除去を図り、創傷治療を促進することを目的とするものである
こと。

181　人工乳房
　　定義
　　次のいずれにも該当すること。
　（1）薬事法承認又は認証上、類別がr医療用品（4）整形用品」であって、一般
　　的名称が「ゲル充填人工乳房」であること。
　（2）乳房再建術に用いられ、適用部位に挿入することによって乳房の形状を修復
　　又は形成することを目的とするものであること。





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考）
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成24年3月5目保医発0305第1号）の一部改正について

改　正　後

別添1

医科診療報酬点数表に関する事項

第2章　特掲診療料

第4部　画像診断

　第2節　核医学診断料

　　E100　シンチグラム（画像を伴うもの）

　　止「注3」の加算における所定点数にはr注2」による加算は含

　　　　まれない。

　　　2　　L一用ポジトロン断　　”は　L一　用のP　ET’　を用いて

診断用の画　としてポジトロン断 ノ画　を　ヂ　るものをい

い　　区∠　「3　及び区∠

・ションコンピューター断

「E101　シングルホトンエミ

羨　同一のラジオアイソトープを

用いた一連の　査にっき　の一定点’を労せて　定する

3　乳　　ポジトロン断 菱は画の方・スライスの
ヂの。立　　疾病の種　等にかかわら 定点　のみにより

払4　乳一用ポジトロン断 ヂは　18FDGを用いて　しがんの病

診断　び転　・再　の診　を目的とし　　の　査　画　診　によ

り病　診　　び ・再　の診　が　定できない患者に使用した

5 L一用ポジトロン断 ”は区△号「E101－2ポジ
トロン 影のr2　18FDGを用いた　A一連の　査につ
き　メ∠　号「E101－3　ポジトロン断　・コンピューター

断A姦一連の査につきのr，2ユ8FDGを用いた

（傍線の部分は改正部分）

現 行

別添1

医科診療報酬点数表に関する事項

第2章　特掲診療料

第4部　画像診断

　第2節　核医学診断料

　　E100　シンチグラム（画像を伴うもの）

　　　　「注3」の加算における所定点数には「注2」による加算は含ま

　　　れない。



A　一連の　査につき　又はポジトロン

ータ・一　　　ム

・磁一共q、コンピュ

菱と井せて同日に行った　AにFり　定　る

なお　18FDGのA　　び注　に　　る　　は　　定の点　に

6 L用ポジトロン ヂは　区∠　口　「E101－2　ポジ

トロン ノ又は区∠ 「E101－3　ポジトロン

コンヒ。ユーター A　　ヂ 一連の’ ｸにつき　の施者輝に

7

適ムしているものとして地方　生・　等に　け出ている

　L　用ポジトロン 菱は　∠　号「EIO1－2ポジ
トロン 1又は区∠ 「E101－3　ポジトロン

コンピューター断 A　　菱 一連の　査につき　の施量基“に

適Aしているものとして地方　生・ に　け　ている

£外の において｛われる　Aは　定点　の100

∠の80に　当　る点　により る

第9部　処置

く処置料＞

　（一般処置）

」001　熱傷処置
　　（1）～（3）　（略）

　　4）　△圧り｛治療用カートリッジを用いて処 を行った　Aに　n

合圧調　処　用オ”で べき瞳面の広さに応じて　　に

より　定　る　ただし入　　の患　£　に使用した　△に艮る

5 A圧り｛治’用カートリ・ジを用いて処　を　’ 局　△圧

羽処用”の口の付にりメ∠ r　O　O3のr注

による定点を加　　るただし入合に区∠ 「　00

3　。　A圧羽　処 1日につき　を　定していた墨が　き

。き外来で　用した　ムは　定できない

6）　A圧り治’用カートリ・ジを用いて処　をオーい郊は　部立’

第9部　処置

く処置料＞

　（一般処置）

J　O　O1　熱傷処置

　　（1）～（3）　（略）



にかかわら　　一定の点　を　定　る

（7）　A圧Il｛治療用カートリッジを用いて処　を行い亦は　区△

号rOO1－4重 処　　びメ∠ 「　053

処　は弄せて　定できない　メ∠　号「　000　り処

又は区∠　号「001　熱　処置は　せて　定できるが　当

（8

該処　が・　と　る嘱を重　して　定できない

合圧嘘治’用カートリ・ジを用いた処　終了∠｛に1き続きll

｛。立の処　が必要な　合は　区△　号「　000　り処　に

9）　A圧Ij｛治’用カートリッジを用いた処　を　定　る　Aは

特定保　医療オ”の局一会圧羽　処　用オ”を　せて使　した

J　O　O3

　　1

局所陰圧閉鎖処置（1日につき）

入究の患に・して処をオーつたAに限り　定できる
（旦）

）
）3
4

（
（

（互）

6

　「1」から「3」に示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被

覆すべき創傷面の広さをいう。

　部位数にかかわらず、1目につき、所定点数により算定する。

　局所陰圧閉鎖処置を算定する場合は、区分番号「」001－4」

重度褥瘡処置及び区分番号「」053j皮膚科軟膏処置は併せて

算定できない。区分番号「」000」創傷処置又は区分番号「J

O　O1」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする

創傷を重複して算定できない。

　局所陰圧閉鎖処置終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場

合は、区分番号「」000」創傷処置により算定する。

　「注　に’定　る加　は　人台　2外の患者がA圧嘔治療用

カートリ・ジを用いて処　を行っていた　Aで　1き　き入古

に局一A圧羽h処　を行った　合は　定できない
（7 。　会圧羽　処　を　定　る目ムは　　定　握 オ㌧’ミの局一

A圧羽　処　用材料を　せて使用した　合に限り　定　ることが

J　O　O3　局所陰圧閉鎖処置（1目につき）

（⊥）　「1」から「3」に示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被

　　覆すべき創傷面の広さをいう。

（旦）　部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。

（旦）　局所陰圧閉鎖処置を算定する場合は、区分番号「J　O　O1－4」

　　重度褥瘡処置及び区分番号r　J　O53」皮膚科軟膏処置は併せて

　　算定できない。区分番号r　J　O　O　O」創傷処置又は区分番号r　J

　　O　O1」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする

　　創傷を重複して算定できない。

（三）　局所陰圧閉鎖処置終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場

　　合は、区分番号「」000」創傷処置により算定する。



監



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考）

r特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成24年3月5日保医発0305第5号）の一部改正について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（傍線の部分は改正部分）

改　正　後

方法告示」という。）別表第一医科診療報酬点数表に関する事項

に係る取扱い

　（1）～（綱（略）

　　　　ストレートプレート　生f用A金1・S　及びストレートプレート

1　診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）（以下「算定

3　在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）

生f用合金1・L　を胸愚に用いる場Aは　2下のい　れかに該当

した　△に限り　定できる　その亦診　　酬明細　の に該当

ア　高　肥満　BM　I30£上　の患

重症ハイリスク症りと考えられる患　　’一　慢性羽塞性月疾患

ステロイド使用患　　両側内胸　　を重用したバイパス唖起立

時・ノ行時に上肢に体重をかける必　のある脳神“疾患患

㈲～㈹（略）

圃　　込型除細　　用カテーテル電極

アダプターは　除細　閾　が山く　除細動電　の追加が必　となっ

た患　に対して使用した　合に限り　定できる

㈲　血管内手術用カテーテル

　ア～カ（略）

　キ　冠動　カテーテル亦　用カテーテルは 1回の手術に対し　1本

㈱～㈹（略）

現 行

方法告示」という。）別表第一医科診療報酬点数表に関する事項

　に係る取扱い

　（1）～圃（略）

1　診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）（以下「算定

3　在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）

（鋤～㈹　（田各）

㈱　血管内手術用カテーテル

　ア～カ（略）

（αの～⑨　（田各）



L一用は£　のい　れにも該当　る　Aに限り　定できる

ア　乳腺悪性腫　手術茄のL一再建術を行γ症りで　£　のいhれ

かに該当した　Aに　り　定でぎる　その　　そのヒを診’　酬

明細　の適　　に記　　ること

a　一辺再建の合’

　術前診断においてSta　eII2下で 薯潤　大胸　濁や

欠　を生じないか小　　で、張なく・ム羽　可能な症例
のリンパ　　　を認めないL全術茄の症りで　かっ

　　L腺全　術漏で大胸筋が残　している症唖であること　ただ

し 鴫照射により皮　の血たや弓’力性が棒　されていない

⊥イ　当該オ”は　2下のい　れに　該当　る　自が吏用したムに

a　多　外’又はL腺外この　弓的な　修の経　を5　£上　し

ている　自　もしくは　その　’　で研修をたレ　βで　るこ

一
b 、当�ｩら示されている指針に基づいた　定の　修を修了

£下に該当　る において実施　ること　なお

は通知別添式2により提　　ること

　　乳腺外’の　弓的な研修の を5芝上している歯の
自が1　£上配　されており　かつ　形 斗の　　を5

芝上　している轡　又は の　　と連　して手オを　’こ

し
　　形　外ミの　目的な研修の糸　を5　身上　していゑ愚　の

師が1　2上配　されていること



工　　係当会から示されている　針に基づき　L一再建術が適七に

実施されていること

オ　　L　悪性腫　手術と乳一再建術を行’ が　なる　△

は　双方の持つ臨床　報　手術日　術式等を示　文　を目互に亦

付した上で　診録に添付して保　　ること

（7田　大動脈用ステントグラフト

　ア～イ（略）

　　　胸p大動　用ステントグラフトの血鱈△　部・応型は　一動

左念頸 左風下動等の主血∠ を△む。立に使用し

た場Aに定できるその郊診　酬明細の に該当　る

⑯～（励　（田各）

㈹　ヒト自家移植組織

　ア（略）

　イ　自家培養軟骨

　　a～c　（略）

　　d　以下のいずれにも該当する保険医療機関において実施すること。

　　なお、届出は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続

　　きの取扱いについて」（平成24年3月5日保医発0305第3号）別

　　添2の様式52及び本通知別添様式1により提出すること。

　　e　（略）

㈲～⑲田（略）

　　神経再生　’オを用いて神薬再建術を行った　Aは　区△　号rK

182　神｛’A術のr1　の点　に“じて　定する

気　支用 オを用いて　孔搬をZ一つた　合の手　’ミは　区∠

「D302気フイバースコピーの点に△まれ別に定

艶

．㈲　大動脈用ステントグラフト

　ア～イ（略）

（7の～（宥）（略）

㈹　ヒト自家移植組織

　ア（略）

　イ　自家培養軟骨

　　a～c　（略）

　　d　以下のいずれにも該当する保険医療機関において実施すること。

　　なお、届出は「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続

　　きの取扱いについて」（平成24年3月5日保医発0305第3号）別

　　添2の様式52及び本通知別添様式により提出すること。

　　e　（略）

㈲～⑲田（略）



　ア　L悪性腫 手術漏のL一再建術を行γ症唖で 月下のい飾れか

に該当した　AにFり　定できる　その 、そのヒを診　　酬明細

の’

a

に記　　ること

　的　建の　A

術前診　においてSta　eII2　で 1・大　濁や目

のリンパ を認めない症1で　かつ　大胸　が温　され

欠　が生じないL　L豆温　　下し腺全　術を行った症耐

乳　全　術時に組　拡張器が　入され　十∠に　　が拡張され

亡いる症l

c　二毛再建の　ム

　乳全術編で大胸 が残　しており 口手術で且　ム張

が入され∠に　　が拡張されているか皮 術などによ

り の不足が　△に　われている　あるいは　△に　われるこ

とが　込まれる症例　ただし　　射鴫照・により　　の血行や弓’

イ　当該　’は　£　のい　れに　該当　る　βが　　した　ムに限

a　多外ミ又はL腺 ミの　弓的な彦の‘　を5芝上して
いる　B　もしくは　その指’　で　修をたγ　自であること

b 、愚△から示さねている に基づいた　定の　修を修了

ウ　尼　に該当　る保険　　　　　　　　　、 において施ることなお
は通知別添式2により提　　ること

し この　弓的な研修の　　を5　£上　している当　の

自が1£上配されておりかつ形外’の目的な修の
を5　芝上有している常　又は　常　の医βと連　して手術



b　一老二　的再建及び二毛再建の場合

形外斗の目的な修の、を5芝上している当の医

工 系学会から示されている指針に基づき　L再建術が適七に実

施されていること

オ　　L腺悪性腫　手術と乳一再建術を行レ が　なる　ムは

双方の持つ臨床情　　手術日　術式等を示　文　を目互に亦付した

上で　診療録に添寸してf とこる

力　　工L一を用いてL一再建術を行った　Aは　　△番号rK47

6－3　L一再建術　　L一　除撹　の点　に“じて　定　る

4～6（略）

皿～IV（略）

別添様式1
（略）

4～6（略）

H～IV（略）

別添様式
（略）



鍵人工乳　及び組 躬器（乳房用） 用の施量基シ に｛，、る届出書

幽用する1　　　　　　　　　　　　訪当する。・について　　　　　　　』にO　　つける）

・　人工乳房

（一次一期的再建 一次二期的再 及び二次再　　）

組・　　　ム張　　（乳一用）

（一次再 二次　　　）

形成外こまたは乳2　　　　　　　　　外おの　　　5　以上　する　　の氏

幽 幽
該当する

塑 麟遡 蟹
遜
撒

魍 棚
盤 遡幽 聾亙 つける）

塑塑
生 幽幽

幽塑
生 鋤劃

塑塑
生

・」堂勤

幽塑
生 塑遡



1　「1　は、　用する材：ごとに、言当する口分全てにOE　つける

或2　　「2 は、5年以上の形成外こまたは乳腺外：の　門的な研修の，聾

する医自について記　すること　また、当該医師の堕歴（当訪

男での　　期間、形成外零または乳　外：の、臣　年　及び　師登

の　無が　かるもの） 寸すること



（参考）

r特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」　（平成24年3月5日保医発0305第5号）　（別紙）の一部改正について

（傍線の部分は改正部分）

（別紙）

改　　正　　後

（別紙）

現 行

告示名 略称 告示名 略称

057人工股関節用材料 057人工股関節用材料

（1）骨盤側材料・臼蓋形成用カップ（1）・標準型 人工膝関節HA－1 （1）骨盤側材料・臼蓋形成用カップ（1）・標輩型 人工股関節HA－1

（1－2）骨盤側材料・臼蓋形成用カップ（1）・特殊型（【） 人工股関節HA－1－2 （1－2）骨盤側材料・臼蓋形成用カップ（1）・特殊型 人工股関節HA－1－2

（1－3）骨盤側材料・臼蓋形成用カップ（1）・特殊型（H） 人工股関節HA－1－3 （1－3）骨盤側材料・臼蓋形成用カップ（1）・特殊型（皿） 人工股関節HA－1－3

（1－4）骨盤側材料・臼蓋形成用カップ（1）・特殊型（皿） 人工股関節HA－1－4 （1－4）骨盤側材料・臼蓋形成用カップ（1）・特殊型（皿） 人工股関節HA－1－4

（2）骨盤側材料・臼蓋形成用カップ（H） 人工股関節HA－2 （2）骨盤側材料・臼蓋形成用カップ（H） 人工股関節HA－2

（2－2）骨盤側材料・カップ・ライナー一体型（H） 人工股関節HA－2－2 （2－2）骨盤側材料・カップ・ライナー一体型（H） 人工股関節HA－2－2

2－3　　　　　　　　プ・一　　一一　　　皿 H　一　一

（3）骨盤側材料・ライナー（1） 人工股関節HA－3 （3）骨盤側材料・ライナー（1） 人工股関節HA－3

（3－2）骨盤側材料・ライナー（皿） 人工股関節HA－3－2 （3－2）骨盤側材料・ライナー（皿） 人工股関節HA－3－2

（3－3）骨盤側材料・ライナー（IV） 人工股関節HA－3－3 （3－3）骨盤側材料・ライナー（W） 人工股関節HA－3－3

（3－4）骨盤側材料・ライナー（V） 人工股関節HA－3－4 （3－4）骨盤側材料・ライナー（V） 人工股関節HA－3－4

（3－5）骨盤側材料・ライナー（W） 人工股関節HA－3－5 （3－5）骨盤側材料・ライナー（VI） 人工股関節HA－3－5

（3－6）骨盤側材料・ライナー（棚） 人工股関節HA－3－6 （3－6）骨盤側材料・ライナー（冊） 人工股関節HA－3－6

（4）大腿骨側材料・大腿骨ステム（1）・標単型 人工股関節H　F－4 （4）大腿骨側材料・大腿骨ステム（1）・標準型 人工股関節H　F－4

（4－2）大腿骨側材料・大腿骨ステム（1）・特殊型 人工股関節H　F－4－2 （4－2）大腿骨側材料・大腿骨ステム（1）・特殊型 人工股関節H　F－4－2

（5）大腿骨側材料・大腿骨ステム（∬） 人工股関節H　F－5 （5）大腿骨側材料・大腿骨ステム（皿） 人工股関節H　F－5

（6）大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド・大腿骨ステムヘッド（1） 人工股関節H　F－6 （6）大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド・大腿骨ステムヘッド（1） 人工股関節HF－6

（6－2）大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド・大腿骨ステムヘッド（皿） 人工股関節H　F－6－2 （6－2）大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド・大腿骨ステムヘッド（皿） 人工股関節H　F－6－2

（7）大腿骨側材料・人工骨頭用・モノポーラカップ 人工股関節HM－7 （7）大腿骨側材料・人工骨頭用・モノポーラカップ 人工股関節HM－7

（8）大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ 人工股関節H　B－8 （8）大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ 人工股関節H　B－8

（9）単純人工骨頭 人工股関節HE－9 （9）単純人工骨頭 人工股関節HE－9

073髄内釘 073髄内釘

（1）髄内釘・一般型 髄内釘・F4－a （1）髄内釘・一般型 髄内釘・F4－a

（2）髄内釘・横止め型 髄内釘・F4－b （2）髄内釘・横止め型 髄内釘・F4－b

（3）髄内釘・大腿骨頚部型 髄内釘・F4－c （3）髄内釘・大腿骨頚部型 髄内釘・F4－c

（4）髄内釘・集束型 髄内釘・F4－d （4）髄内釘・集束型 髄内釘・F4－d

（5）髄内釘・可変延長型 髄内釘・F4－e （5）髄内釘・可変延長型 髄内釘・F4－e

（6）横止めスクリュー・標準型 髄内釘・F4－f－1 （6）横止めスクリュー・標箪型 髄内釘・F4－f－1

（7）横止めスクリュー・大腿骨頚部型 髄内釘・F4－f－2 （7）横止めスクリュー・大腿骨頭部型 髄内釘・F4－f－2

（8）ワッシャー・ナット 髄内釘・F4－j （8）ワッシャー・ナット 髄内釘・F4－j

9　　　　　禾　　　プローブ・門ル

一



r特定診療報酬算定医療機器の定義等について」　（平成24年3月5日保医発0305第7号）　（別紙）の一部改正について
（参考）

（傍線の部分は改正部分）

1　医科点数表関係

改　正　後
〔別表｝　1　医科点数衰関係

現　行

特定診療穀酬耳定医療
コ‘　1 の　　　　‘ その　の 対応ナる診療轍酬項目

特定診療鰍酬算定医療
の　　　　匹 その　の、・ 対応する診療報酬項目機罰の区分 1

｝
織鋳の区分

『
一

ドレ　ージ 32　医 ’レ　ージ 002 ’レーン ’レ　ージ 321医 環　　ドレナージ（ ooり ドレーン童
；　　オ O19 ’レ　ージ ‘　な OL9 ’レナージ

一
麗 ス 工魍 ・つ

1　，　～ ム

入 械　　　6）呼吸！助 キット 吸入が可　なもの 」024 酸　吸入 吸入器 機器奥　6　呼　　　器 酸　　　キット 禦吸入が可能なもの J　O2イ 素　入
高圧ガスレギュレータ 高圧ガスレギュレータ
酸素治療フローメータ 酸粛治療フローメータ
酸素治療送入システム 酸素治療送入システム
呼吸伺禰式レギニレータ 呼吸伺調式レギュレータ
呼吸同綱式レギュレータ 呼吸同翻式レギュレータ

“ “

圧

一
1圧 圧　　　が可　なも J　O27 圧画 圧 械　　（6　呼 1圧　　　　　　置 ，気圧　　　が可　陵も J　O27 高　圧酸楽治

｛1） の 1　救急的なもの （1） の 1　救．恵的なもの
イ　1人用高圧鮫講治療 イ　1人用高圧酸素治療つ　　　　　　オ

圧酸　　　既 械　具　6　呼　　助 圧 圧　　　が可　なも j　o27 圧酸 圧　　　裟置 械　具（6）呼　　助 圧　　患　治　　殴 翻が可な弘 J　O27 高気圧酸素治療
（∬） の 1　救急的なもの （皿）

の 1　救急的訟もの
ロ　多人数用高圧酸素治療 ロ　多人数用高圧酸素治療ワ　　　　　寵

光 器　　（12）理 生　　　光 　　　に対　る　　カ
I

J　O43 生　　ピリルピン　　に対　る光 鋤 ．槙　　　L2理 生1　疽光 生　　　に対　る　　が
@オ

J　O43 新生　高ビリルビン血　に対する光　療

人工 機械　　15　　　　びに システム　人工呼吸 人工呼吸力可　なもの J　O45 人工呼 人工呼 （5　　顔　　びに ソステム　人工呼吸 人工呼吸が可　なもの J　O・t5 人工呼吸
麻酔雑用呼吸嚢及びガス吸収 麻酔器用呼吸嚢及びガス吸収

、

繍r暇助 ガス　　人工　生 械盟　（6　呼吸助盟 ス　　人工、　器
新生児・小児用人工呼吸器 新生児・小児用人工呼吸鋸
高顛度人工呼吸器 高顛度人工呼吸器
呼気肺人工蘇生擬 呼気肺《工蘇生麗
再使用可能な手動式肺人工 再便用可億な手動式肺人工
蘇生器 蘇生器
手動式ジェット人工呼吸器 手動式ジェット人工呼吸器
陰圧人工呼吸器 陪圧人工呼吸器
麻酔用人工呼吸盤 麻酔用人工呼吸器
手勤式心臓ポンプ人工蘇生 手動式心臓ポンブ人工蘇生

単回他用手動式肺人工蘇生
器単回使用手動式肺人工蘇生

可搬型人工呼吸器
器可搬型尺工呼吸器

持続的気逝陽圧ユニット 持統的気道陽圧ユニット
家曝治療用人工呼吸器 家晦治療用κ工呼吸器
二相式気道陽圧ユニット 二相式気道陽圧ユニット
椅続的自動気道陽圧ユニッ 袴続的自動気逆陽圧ユニツ
ト成人用人工呼吸鴇

R　　工

ト成人用人工呼吸盟

一　化　　　入　法 離　　6）呼助 一　化　　ガス　理システ 人工呼　　と　続し、一 」0栃一2 一　化　　　入 一　化　　　入 6　呼　助 一　化　繁ガス　理システ 人工　吸　と喪　し、一 J　O45－2 一一法ム 化窒素濃度を監視しながら ム 化震講濃度を監視しながら
一酸化窒素 供給をおこなうもの（一酸 一酸化寵素 供給をおこなうもの（一酸

心マツ　ージ 器　　12）理・ 人工
翻，心マツサージが

J　O46 ド　　心マツサージ 心マツサージ 02理 ・人工　生 非　　　心　マッサージが J　O16 非閉　・心マツサージ
具 可能なもの 具 可能なもの

半動式心臓ポンプ 手勤式心臓ポンブ
、

（12理・ 欝 エrル　ー　　い、 J　O47 カウンターシ”ック 動” 12　理　　　用 エ・ル　ーを　い、 」047 カウンターシ3ック
具 一時的使用べ一シング機能 綿動を行うことが可能なも 具 一時的他用べ一シング機能 細動を行うことが可能なも

付除細動盤 の 付除細動讐 の
罪医療従事者向け自動除細 非旺療従事音向け白動除細
動器 動麗
半自動除綿動器 半自動除綿動器

颪百犀，

獅鰍
嘱’

蜚ﾈ レー　一　　　　が可 J　O54－2 レー　一　　　法 レー　　一 （31医 レー→

簾凋オ レー　・一
J　O54－2 　　　法

戟[　　一

榊照 ㎜（31）酬娩 ルビーレー Qスイッチ　ルビーレー J　O54－2 レー　一　　．法 レー　一 31匪 ルピーレー Qスイッチ　ルビーレー J　O5・ト2 皮　レー→一，　　法
（皿｝ アレキサンドライトレーザ ザー照射療法又はルビー 2　Qスイッチ付レーザー照射療法 （皿） アレキサンドライトレーザ ザー照射療法又はルど一 2　Qスイッチ付レーザー照射療法

レーザー照射療法が可能な レーザー照射療法が可能な
らの “，の

Qスイッチ付アレキサンド J　O54－2 レー　一　寸療 Qスイッチ付アレキサンド 」054－2 レ平照寸法
ライトレーザー照射療法が
@　オ

2　Qスイッチ付レーザー照射療法 ライトレーザー照射療法が
@　オ

2　Qスイッチ付レーザー照射療法

禰　　1 一．
、外　　　器 の　温を置うことが可 J　n9 処 光　　　　　［ （12　理 外　治 の加涯を一うことが可 J　U9 痛　処置

甲 £　の ，

光　　　　　皿） 輸＿器 蝦禰稲『一一
麟隻は　を用して

J　O54 光 ｛∬｝ （12理 外 赤外　又は　外　を　いて J　O54 窟　光　　法
具 赤外綴泊痢槻 皮膚疾恵に対する光線泊療 具 廊外線治療麗 皮膚疾愈に対する光線治療

一　一　　｛　　オ セ　ン’ 露一　，　　竃　　オ

干　　周　膀胱 噺！2隔禰 季騒壷臨療 刊　　別　　　を通じ、 」070－2 干　　　　■による 干　　　　胱 12　理 干 干渉　周波　　　通じ、 」070－2

干　　一装置 具 失禁治療を行うことが可能
I

競置 具

α2）理学 圃鰍欄一一一一一 に戦 J　U9 12　理 側 郎　　や神　に∫　刺 J“9 消　　”　処
具 干渉電流型低屑波治療器 を与えるもの 2　路具等による療法 具 干渉電流型低屑岐治蝦器 を与えるもの 2　器具算による療法

1　走

（別衷）



の　　　1 その　の

　　　　　　　　　　　　　　特定診療鰍酬算定医療対応する診療撒餌項目　　　　　　機雑の区分

の　　　‘　　　　　　　　　　その　の 対応する診療報酬項目特定診療報酬算定医療

@器の区分
一 一

12 マ　　　　ロ J119 i2 マ　　　ロ　　　　　　　　　　　　の　　　　　　こ JI19　の　　　　　　こ
I こ

オ ．　　　・

具　12）理　　　　鶴 超　　　　器 　の　濃を　うことが可
I

」！19 消　　　　処

@　　　　こ
12理

音　拍　盤　　　　　　　　の加潅を　うことが可　　　　　　　　　　オ JU9 処　，

レー 　　具　12理 ヘリウム・ネオンレー
ﾃ無　　　一

　　和に　いること力可
¥なもの

J　n9－3 出　レー　一照 レー　　　盤 　　　　（翫2理 ヘリウム・　オ’ンレー　　疹　　和に　いることが可

ﾃ讐　　　　　　　　　能なもの

@　　一

JU9－3 出　レー　一照

特定診療轍酬算定医療

機腸の区分
の　　　1

マーカ

置

外 治

治　用イン　ラン

因

網　復位用ガス

レー　手

白　　手　　置

　房レン
後房レンズ
ヘパリン他用後房レン
多焦点後房レンズ
　　　　　　レンズ

周 手

込　医　品注入

レー　一手
｛1）

レー　一手　　殿
（皿）

4

五

器　　12理

其
其　12　理

　械　具　12理　珍
鳥

医　用品　4 7　品

31医 器

医　用品（4 形用品

墨　　31医

　　器具（12　理学　　用器
具
機械雑具｛29）亀気手術雛

機械
ンズ

72）　力　正用レ

具（29） 手－讐

槙　　具　　74》　医薬品泪ヒフ㌧

機械　具（31医

機械 3D医　用　　器

」マー

ユ

訟

外衝

ドレーン

眼　　レー　　　固

眼科用レーザ光凝固・パル
スレーザ手術装置

人工　　材

　　　バルスレー　手
直

眼科用レーザ光凝固・パル

スレー
　　　・硝子体手　　置

水晶体乳化術白内障摘出ユ

　　レン
後房レンズ
ヘパリン使用後房レンズ
多焦点後房レンズ
　　　　　　レンズ
バイ・一ラ

　下一ト及びカテーテ
ノレ

長期的使用注入用植込み

　　　スレー
ネオジミウム・ヤグレーザ
ェキシマレーザ
色素レーザ
ネオジミウム・ヤグ倍周減
数レーザ
ー酸化炭素レーザ
エルビウム・ヤグレーザ
ホルミウム・ヤグレーザ
パルスホルミウム・ヤグ
レーザ
アルゴン・クリプトンレー
ザ
ルビーレーザ
鍋蒸気レーザ
色素・アレキサンドライト
レーザ

クリプトンレーザ
ダイオードレーザ
ヘリウム・カドミウムレー
ザ

KT　Pレー
PDTエキシマレー

の　の 対応する診療報酬項目
特定診療報酬籔定医療

機讐の区分

　　　　　において、　　K　OO7－2
的に留置する金属マーカで

K魍

の治
　オ

促亀を行うことKO47

　　　を　いて　　の治
促進を行うことが可能なも

電

K　O47－2

k　O47－3

　　　　　　　いて　のKO96壱
治療を行うことが可能なも

繰のにいるものk268
　　　レー
であるもの

一　　田　　K270

K27I
K273
K276

口　　部より剥　した網　　k275
を脈絡膜上に復位・固定す
るために、硝子体腔内に充
填†るガスであること
　　　　　　　　　　　　純280

琵
の

陵
も

ゆ　　が可　な区282－2
　　　　　　　K28

水　　の’砕が可　なものk282

　　　に対．る手　後の　藍282
水晶体眼の視力補正が可能
なもの

　　　　　により編　　　　区377

の切除及U唾圖が可能なも

｝　■‘

K魍
繰り返し　　　与を行うたK611
めに体内に留置するもの

　　　　　　　　　　　　匹618

レ一一により組の
又は切開が可能なもの

囚K841－2

光力顯な長630胴のエキシマ・ダイ

レーザ又はYAG・O　PO
レーザーであるもの

K510－2
K526－3

K653－4
k872－5

マーカー 1マー

磁　　治 骨　　刺

御

手

田

子 下　断

後亮　　　手

水晶体再

　再
1　眼内レンズを挿入する場合

口盤爲　手

一
　　　　　　　バ　　ノ《ス

脈、　　又は
　　　’レ

中心　脈　　　　込型カテーテル設

レー　一　　　切

妻　性 光　　学

外衝撃

繰 イン　ラン

光　固　置

網　復位用ガス

眼　　レー　手

超　　白　　手術　置

　房レン
螢房レンズ
ヘパリン使用後房レン
多焦点後房レンズ
　　　　　　レンズ

口 手

込　医　品注入

レーザー手

（n

レー　一手　　置
（u）

の　　　　‘

4

械　具（12座

具
12　理

兵
具　12　理

医　　品　4　　形用品

具｛31匪　　　灼

医用島（4）形用品

槙　　（31医

機　器具（12）理学　　用器
具

機械雑具（29）電気手術讐

ンズ

72 正　レ

具｛29　　手隈

械　　　74　医薬品注入

搬器　　31医

楓　　（31医　用

込み マー

療

外

ドレーン

レー　　　田

眼科用レーザ光凝固・パル

スレーザ手術裟置

網　復　　人工　　材

　　　パルスレー　手
匿

眼科用レーザ光凝固・バル

スレー
　　　　　子　手　　殴

水晶体乳化術白内陣摘出ユ

　　レン
後房レンズ
ヘパリン使用後房レンズ
多焦点後房レンズ
　　　　　　レンズ
パイ　ーラ電

　下　　・一ト及びカテーテ

ル
長期的使用注入用植込み

　　ガスレー
ネオジミウム・ヤグレーザ
ェキシマレーザ
色素レーザ
ネ才ジミウム・ヤグ倍周波
数レーザ
ー酸化炭素レーザ
エルビウム・ヤグレーザ
ホルミウム・ヤグレーザ
バルスホルミウム・ヤグ
レーザ
アル：ゴン・クリブトンレー

ザ

ルピーレーザ
鋼蒸気レーザ
色素・アレキサンドライト
レーザ

クリブトンレーザ
ダイオードレーザ
ヘリウム・カドミウムレー
ザ

　　Pレー
P　DTエキシマレー

その　の 対応する診療報酬項目

　　　　　において、　　K　OO7－2
的に留置する金属マーカで

　　の　　促唱を行うことK　O47
｛　　オ

　　　　　　　　　　　　瞠047－3
　　　　　いての瞠047－2
促進を行うことが可能なも

マー　　一

磁 法

　　　　　　　いて　　の
治療を行うことが可能なも

の泊　に　いる　の

眼　　レー　一光　囚　量
であるもの

眼　内師より剥　 した網

を脈絡膜上に復位・固定す
るために、硝子体腔内に充
填†るガスであること

後苑　　　切　　が可　2
もの

水晶　の　　が可　Zもの

　　　に対　る手　　の
水晶体眼の視力補正が可能
なもの

　卿　　うにより爲
の切除及び凝固が可能なも

　り返し　　与を一うた
めに体内に留置するもの

レー一により　の固
又は切傷が可能なもの

光力学法力可な長
630凹のエキシマ・ダイ

レーザ又はIYAG・OPO
レーザーであるもの

賦096－2

紅268

K270

K271
K273
K276
K275

骨

御

練　　手
ン

虹　光　田

K280

畦281
k282－2

K282

K282

純377

K6U

k6L8

k841－2

K510－2
K526－3

K653－4
k872－5

子　茎顕微　下　断

後艶白　　手

水晶　再

水　　再
　1　眼内レンズを挿入する場合

口蓋　　手

、　脈又は
　　，レ

中心脈 込　カテーテル設

レ一 切

・衰　性 性岨　光　力



特定診療帆酬算定医療
@器の区分

7　　　の　　　　1 その　の、 対応†る診療報酬項目
特定診療穀酬算定医療

@器の区分 7　　’の　　　　1
1

一 『
甲　帰

その　の騨 対応する診療報酬項目

一
12，レー

i皿） 具機械器具（31）医療用焼灼器
　り　　』レー　　石’

ｾ殿
F素レーザ
zルミウム・ヤゲレーザ
oルスホルミウム・ヤグ
戟[ザ
F素・アレキサンドライト

戟[

　　　　　　石’が
ﾈもの

K781 石 レー　一手
i皿）

　　　　（12〕　　診
�@械器具（3Ω医療用焼灼器

　　　入　レー　　石甲

侮M
F素レーザ
zルミウム・ヤグレーザ
pルスホルミウム・ヤグ
戟[ザ
F繁・アレキサンドライト

戟≠k

　　　　　　石■　｛可

ﾈもの
K781 、コ　　、2　石　　∫

レー　一手 器　31）爾 イオードレー 下　8脈　の　　が可　な K617－4 下　　脈 レー　一手　　匠 機械具｛3P医　　灼器 ダイオード『』
下
轟
爾
瞬
ま
　
の k617団 下一r一一『一議別マーカ 医　用品（4）　形　品 込み・　　識別マーカ 肺　に対　る放・治　に

ｨいて、局所制御率の向上
�ﾚ的に経内視鏡的に留置　　　　　　　　　｝　　　　一

K509－3 　　　　　　放　　　用マーカー
u術

識別マーカ 医　　品（4）　形　品 込み型病　識別マーカ
肺一　　葡において、局所制御串の向』：を目的に経内視鏡的に偲置

k509－3

心　　三　元翻魚

ﾜ置
機　　　（21　撒　　　査
p器具

心臓カァーテル・用　塗 　表面　　から狛生する
繧ﾈ電気信号を体外式ペー
Xメーカー用カテーテル電
ﾉ（磁気センサーを有する
烽ﾌを除く。）等により検
oし、三次元心腔内形状を
�ｬし、これらのカテーテ
挙d極にて検出した心電図
ﾆの合成により三次元画像
�¥築することが可能なも

K595 　　・カテーアル心境　　　二次元カ
堰[マッピング加節）

む内二次兀画象
葡u

機器具21）　蔵，用器具

心臓カアーテル用、査茨既 K595 　　りカテーテル心焼灼’（三次元カラーマッビンゲ加算）

　外　心臓ペースメー

Jー
機械器具（7）内臓機能｛用 侵　　体外型心臓ペース

＝[カー
�N襲式体外型心臓ペース
＝[カー
y食遊体外型心臓ペース

@ーカー

不　脈の　正（心臓ベーシ
塔O）が可能なもの

黄596 体外ベースメーキン　術 ｛外型心臓ペースメー

Jー
　械器　（7　臓機代用 侵　式体外型心　ペース

＝[カー
�N襲式体外型心臓ペース

＝[カー
o食道体外型心臓ベース
kーカー

不　脈の1正　心　ベーシ
塔O）が可能なもの

暖596 体外ベースメーキング術

一
機醐颪手無 －灼－　　手，ユニット マイクロ’により組織の止

結yび凝固が可能なもの
K697－2 肝悪性腫マイクロ’固法 マイクロ波手 ．械　具（29亀手 灼　触　　手rユニット マイ死禰り組織の止血及び凝固が可能なもの

K697－2 肝，性厨一法
k695

瞠69臨ラジオ’手術器 機械器具（29）電気手’ 治療　電気手　器 区697－3 ラジオ　　灼 ヲ爾テ 鷹騒ラジ轍ラジオ’により組　の　固一　　オ　の

機雑具（29　　手‘ 治用禰』｝一 ラジ†’1一 藍697－3 葡注

手 （31医　　　　鴉 汎用　　手’ユニット K773－4
欝　　　オ　の　　　瞭結及ぴ壊死が可

腎　　　　固・　　　　（　　　固によるも ‘手『器 機械　具（31医　用　灼器 汎　　書手ーユニット
オ　の

瞠773－4

隔
固　　組　ステー　ル 肥　　の　状切　及び｛　　オ　の K743 手’ 器及び 1固　　組　ステープル 腸瞭及び．

x灘が寄なもの
K7’13 嶺接手テ

　　　　　　　石　’

葡u（1）
　械　　　12）理 　　　　石部

�ｬ火薬挿入式結石破砕裟
胆石の’砕が可　裟もの k678 外衝　　胆石’ 　外　樹繋　　石　孕

葡u（1）
機　　　（t2班
ｷ

　外　　石破　　置
�ｬ火襲挿入式結石破砕襲

K678 ポ漏誌撮羅＿一
　外　衝撃波　石。
葡u（n）

、楓　具（12）理学驚

ﾙ
体外㌧石’

�ｬ火薬挿入式結石破砕装

腎・尿　　層石の’が可
ﾈもの

匹768 外衝撃曙・　　’石’ 　　　r　　　石　’
葡u（皿｝

機　　　　12　理 　　　　石　’

�ｬ火薬押入式結石破静装

一なもの 匹768 体外衝燭＋腎・、管西石’

k678 』 楓　　　12理　　　御　　　石
葡u（皿）

機　　　　臣　理　置　，用 ’外㌧石　　装
�ｬ火糞挿入式紬石破砕禁

胆石及ぴ腎・尿　　石の
ﾓが可能なもの

’外式　石’

�ｬ火薬郷人式結石破砕襲
胆石及び軒・尿・石の
ﾓが可能なもの

K678一‘｛

j768 総裏臨，紅768 外衝　　腎・　　石 裟皿（皿） 具

恥　　　　　　　　吊

繽p用裟皿
　械　具　30　　　及び
㈱

失　　上半 恥　固　　　昌顕　吊

�sうことが可億なもの
K823 　手

P　恥骨因定式膀胱票部吊上術を行
恥固　　臆　　吊
繽p用裟瞳

．械　　（30　　　及
㈱

挙・ 恥．固　　胱類　吊上唖
�sうことが可能なもの

K823 尿失，・手術

@1　恥骨固定式膀胱頭節用上術を行

経　，　　立　　温

｡療裟皿
機械　具　12｝理学　　用 ，周　式ハイパサーミアシ

Xテム
}イクロ波ハイパサーミア
Vスーム

経　，・にア　リケータを

}入して前立腺肥大組織を
瞠841－3 ，　　立　　温 　尿，　　立　1温

｡療襲皿
　　器　　12理学 陶周’ハイパサーミアシ

Xテム
}イクロ波’・イパサーミア

@ス　ム

亜，りにア　リケ一夕を
}入して前血腺肥大組織を・15度以上まで加温すること

K84i－3 麟繍蜘翻胤、

、盟 機械器　　L2理　書 超 　肛　・に　ローべを暉入
ｵて、超音酸により前立腺

�蜻g織を60度以上まで加　　　一　　竃

K84ト4 同工・ルギー 引 機　盟　　12理

超一
経畿為銑一側，入して、超音波により前血膿肥大組織を60度以上まで加

瞠84卜4 ，縣式商エネルギー通報羅

薇用引器 械　　（32）医　　吸引器 分　　　引 吸3　出に用いられるもの K893 吸3　出 分　用吸引 （32医　　　引 轟謹磯もの分　　　引　　　’

区893 吸引晩出’

一 認辮 K923 ’　　己直回 7）　　　具　7
単回便用自己血回収キット

｝野から　　を回収して、

Z縮及び洗浄又は濾過を行
｢、患者の体内に廃すこと：　　オ

器
　己　回　袋
ﾔ回使用自己血回収キット

’野から　　を回　して、

Z縮及び洗浄又は濾過を行
｢、患者の体内に腐すこと｛亜〔か

K923 r　　己回収r

肺） 輸雇用’ k924 己’ 己生　　　　燈　己生

ｬ用機総
　械　　　　　　機　代用 　　した　己由来の血　か

轣A生体組織授着剤を調整 成用機器
機械　具　7）内　　　ヤ用 血　　分分 貯　した自己由　の血艇力

轣A生体組織機首剤を調整
藍924 己生体醸腰酬硫術

手’ 機械器　（12理 ’手’ 超音波により組　の凝固、

@　　1　　　電　　オ
瞠931 田切”9 手’器 ，機器　（12理学診　　器 超・波手　器 超音波により組ゾ）周、 K931 超・波田繭辱」圃

厨載引器 器具　12）理　書 麟額鍔欝超　　吸引器 超　　により組　の’
@　　　　　竃　　オ

K931 田切　　置 吸引 噺）理学 超　　吸引鵠 K9飢 繍醸齎加一一画手量 槻具29　縣盟 用　　手’器 電　により血　及び組織の

@　　　　　＝　　オ
K931 田切 手　　　　　　　■ 機械　　　29　　手術 手 発騰緩鶴鍔 暖93皇 翩翩繍痂π一一一『一

半　　ロ・ット手一ユ
jット

．械　　　12〕現 手一ロボット手’ユニッ
g

三次元画像を」して．

ﾌ内視鏡手術器具襟作を支
@　　，　　；　、オ　¢

K939－4 手一 手’ロ・ット手　ユ
jット

　　器　（12）埋物 手‘用ロ・ット手？ユニッ
g

三次元剛総欝藩の内視鏡手術器具操作を支　　　ヤレ　童　　オ　の

K939－4 内麺事隔鞭環





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参考）

r特定保険医療材料の定義について」（平成24年3月5日保医発0305第8号）の一部改正について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（傍線の部分は改正部分）

改　正　後
（別表）

皿　医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11

部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格

057人工股関節用材料
　（1）　（略）

　（2）機能区分の考え方

　　　人工股関節は、骨盤側材料又は大腿骨側材料に大別し、次に規定する

　　固定方法、使用目的及び構造によりそれぞれ骨盤側材料（旦区分）、

　　大腿骨側材料（7区分）及び単純人工骨頭（1区分）の合計挺区分に

　　区分する。

　　固定方法の違い

　　　直接固定　　（略）

　　　間接固定　　（略）

　（3）機能区分の定義

　　①～⑤　　（略）

　　⑥　骨盤側材料・カップ・ライナー一体型（II）

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～ウ　（略）

　　7　島盤側材料・カ・プ・ライナー一　型（皿

ア股　の能を　　るために側に る臼蓋形　力・

プ再　用をむであってカ・プの内側に を

し　ライナー能をせもつ　のであること

現 行
（別表）

n　医科点数表の第2章第3部、第4部、第6部、第9部、第10部及び第11

部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格

057　人工股関節用材料

　（1）　（略）

　（2）機能区分の考え方

　　　人工股関節は、骨盤側材料又は大腿骨側材料に大別し、次に規定する

　　固定方法、使用目的及び構造によりそれぞれ骨盤側材料（12区分）、

　　大腿骨側材料（7区分）及び単純人工骨頭（1区分）の合計20区分に

　　区分する。

　　固定方法の違い

　　　直接固定　　（略）

　　　間接固定　　（略）

　（3）機能区分の定義

　　①～⑤　　（略）

　　⑥　骨盤側材料・カップ・ライナー一体型（∬）

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～ウ　（略）



イ　再建用臼蓋形　力・プに該当しないこと

定方法が・ 占であること

工　摩耗～を るための2　のい　れかの加工　が施されてい

るものであってその趣一が’事“承認事　又は認証事　に日記さ

れていること

i　ガンマ補又は電子遙照射　び　点月下の“処理を’　ししてお

こなγことによる口処理が施されていること

　　五　ビタミンEに艶　されていること

⑧　骨盤側材料・ライナー（1）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

　ウ　⑨から⑬に該当しないこと。

⑨　骨盤側材料・ライナー（皿）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　　（略）

⑩　骨盤側材料・ライナー（IV）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ

⑪　骨盤側材料・ライナー（V）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　（略）

⑫　骨盤側材料・ライナー（V【）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア　股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カ

　　ップ（再置換用を含む。）を⑬と組み合わせて使用し、内側に⑬と

　　の関節摺動面を確保するものであること。

　イ　　（略）

⑬　骨盤側材料・ライナ・一（VII）

　　次のいずれにも該当すること。

⑦　骨盤側材料・ライナー（1）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

　ウ　③から⑫に該当しないこと。

⑧　骨盤側材料・ライナー（皿）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　　（略）

⑨　骨盤側材料・ライナr（IV）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ

⑩　骨盤側材料・ライナー（V）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　（略）

⑪　骨盤側材料・ライナー（V【）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア　股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カ

　　ップ（再置換用を含む。）を⑫と組み合わせて使用し、内側に⑫と

　　の関節摺動面を確保するものであること。

　イ　　（略）

⑫　骨盤側材料・ライナー（皿）

　　次のいずれにも該当すること。



　ア～ウ　（略）

⑭　大腿骨側材料・大腿骨ステム（1）・標準型

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

　ウ　⑮に該当しないこと。

⑮　大腿骨側材料・大腿骨ステム（1）・特殊型

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　（略）

⑯　大腿骨側材料・大腿骨ステム（H）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

⑰　大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド（1）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア　（略）

　イ　⑱から⑳までに該当しないこと。

⑱　大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド（H）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

　ウ　⑰、⑲及び⑳に該当しないこと。

⑲　大腿骨側材料・人工骨頭用・モノポーラカップ

　　次のいずれにも該当すること。

　ア　　（略）

　イ　⑰、⑱及び⑳に該当しないこと。

⑳　大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ

　　次のいずれにも該当することi。

　ア　　（略）

　イ　⑰から⑲までに該当しないこと。

⑳単純人工骨頭
　　人工骨頭挿入術に用いる専用ステムであって、ステムとステムヘッ

　ア～ウ　（略）

⑬　大腿骨側材料・大腿骨ステム（1）・標準型

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～イ　（略）

　ウ　⑭に該当しないこと。

⑭　大腿骨側材料・大腿骨ステム（1）・特殊型

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　（略）

⑮　大腿骨側材料・大腿骨ステム（H）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

⑯　大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド（1）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア　（略）

　イ　⑰から⑲までに該当しないこと。

⑰　大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド（H）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

　ウ　⑯、⑱及び⑲に該当しないこと。

⑱　大腿骨側材料・人工骨頭用・モノポーラカップ

　　次のいずれにも該当すること。

　ア　　（略）

　イ　⑯、⑫及び⑲に該当しないこと。　　　　　　　一

⑲　大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ

　　次のいずれにも該当すること。

　ア　　（略）

　イ　⑯から⑱までに該当しないこと。

⑳単純人工骨頭

　　人工骨頭挿入術に用いる専用ステムであって、ステムとステムヘッ



ド部が一体となっており、分離不能な構造となっているものであるこ

と。

061固定用内副子（プレート）

　（1）～（2）　（略）

　（3）機能区分の定義

　　①ストレートプレート（生体用合金1・S）

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　　　i　長管骨骨幹部の骨折の固定（骨延長用を含む。）に使用される

　　　　　プレートであること。

　　　　　五　胸愚の愚　の　定に吏用されるプレートのいち　用可能なス

　イ～ウ　（略）

②ストレートプレート（生体用合金1・L）

　　次のいずれにも該当すること。

⊥　長管骨骨幹部の骨折の固定（骨延長用を含む。）に使用される

　プレートであること。

五　胸晶の忌　の　定に使用されるプレートのγち使用可能なス

　イ～ウ　（略）

③～⑨　　（略）

073髄内釘
　（1）定義

　　　次のいずれにも該当すること。

　　①　薬事承認上又は認証上、類別が「医療用品（4）整形用品」遡

　　　一＿であって、一般的名称がr体内固定用

ド部が一体となっており、分離不能な構造となっているものであるこ

と。

ρ61　固定用内副子（プレート）

　　（1）～（2）　（略）

　　（3）機能区分の定義

　　①ストレートプレート（生体用合金1・S）

　　　　次のいずれにも該当すること。

ア　長管骨骨幹部の骨折の固定（骨延長用を含む。）に使用されるプ

　レートであること。

　イ～ウ　（略）

②ストレートプレート（生体用合金1・L）

　　次のいずれにも該当すること。

ア　長管骨骨幹部の骨折の固定（骨延長用を含む。）に使用されるプ

　レートであること。

　イ～ウ　（略）

③～⑨　　（略）

073髄内釘
　（1）定義

　　　次のいずれにも該当すること。

　　①　薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品（4）整形用品」であっ

　　　て、一般的名称がr体内固定用ネジ」、r体内固定用ナット」、r体内固



ネジ」、「体内固定用ナット」、「体内固定用大腿骨髄内釘」、「体内固定

用ワッシャ」、「体内固定用脛骨髄内釘」⊥「体内固定用上肢髄内釘」x

は「手術用ナビゲーションユニット　であること。

（2）（略）

（3）機能区分の定義

①～⑧　　（略）

　9　立　　　表示’ プローブ・ドリル

ネイルプローブとドリルを共に△むものでネイルプローブは　端

にセンサーを内　し電磁　をIl用して　内釘の立 を表示　る

ための　口と併せて用いるものであること

112ペースメーカー
　（1）（略）

　（2）機能区分の考え方

　　　ペースメーカーは、次に規定する機能の有無等により10区分に区分

　　する。

　（3）機能区分の定義

　　①シングルチャンバ」墓進型

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～イ　　（略）

　　2　シングルチャンバ・MR　I対応型

ア　シングルチャンバ型であること

イ　上室性’ 止　能を　しないものであること

本品を　え込んだ患　において　｛可能　　に適合　る　Aに

1．5テスラの’　によるMR　I　査が可能となる　造・能を

るものであること

③デュアルチャンバ（1型・II型）

定用大腿骨髄内釘」、「体内固定用ワッシャ」、「体内固定用脛骨髄内釘」

又はr体内固定用上肢髄内釘」であること。

（2）（略）

（3）機能区分の定義

①～⑧　（略）

112ペースメーカー
　（1）（略）

　（2）機能区分の考え方

　　　ペースメーカーは、次に規定する機能の有無等により9区分に区分す

　　る。

　（3）機能区分の定義

　　①シングルチャンバ
　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～イ　（略）

②デュアルチャンバ（1型・II型）



　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～ウ　（略）

　　④デュアルチャンパ（皿型）

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～ウ　（略）

　　⑤　デュアルチャンバ（IV型）・標準型

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～ウ　（略）

　　⑥デュアルチャンバ（IV型）・MR　I対応型

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～ウ　（略）

　　⑦　トリプルチャンバ（1型）・標準型

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～ウ　　（略）

　　　エ　⑧及び⑩に該当しないものであること。

　　⑧　トリプルチャンバ（1型）・極性可変型

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～エ　　（略）

　　　オ⑩に該当しないものであること。

　　⑨トリプルチャンバ（n型）

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～ウ　　（略）

　　⑩　トリプルチャンバ（皿型）

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～オ　　（略）

118植込型除細動器用カテーテル電極

　（1）定義

　　　次のいずれにも該当すること。

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～ウ　（略）

　　③デュアルチャンバ（皿型）

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～ウ　（略）

　　④　デュアルチャンバ（IV型）・標準型

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～ウ　（略）

　　⑤デュアルチャンバ（IV型）・MR　I対応型

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～ウ　（略）

　　⑥　トリプルチャンバ（1型）・標準型

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～ウ　（略）

　　　エ　⑦及び⑨に該当しないものであること。

　　⑦　トリプルチャンバ（1型）・極性可変型

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～エ　　（略）

　　　オ⑨に該当しないものであること。

　　③　トリプルチャンバ（H型）

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～ウ　（略）

　　⑨　トリプルチャンバ（皿型）

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～オ　（略）

118植込型除細動器用カテーテル電極

　（1）定義

　　　次のいずれにも該当すること。



①　薬事承認上又は認証上、類別が「機械器具（7）内臓機能代用器」

　であって、一般的名称がr植込み型除細動器・ペースメーカリード」

　又は「込み型ペースメーカアダプタ　であること。

z　心室性頻拍等に対し、心室センシング、ぺ一シング、抗頻拍ぺ一

　シング治療及び除細動を行う際に使用する植込型除細動器用カテ

　ーテル電極であること。

イ　コ・クタを　　るものであること

③　（略）

（2）機能区分の考え方

　　電極の機能により、シングルコーマルチ（一式）及びアダプターの合計

3区分に区分する。

（3）機能区分の定義

①～②　（略）

　　植込型除細　　又は両室ぺ一シング　能付き　込型除細動口と

込型．、細　器用カテーテル電　を　㌧又は’ムさせるためのコネク

タを るものであり山電圧電極を△　　る　能を る　のであ

辿
133　血管内手術用カテーテル

　（1）血管内手術用カテーテルの機能区分の考え方

　　　術式により、経皮的脳血管形成術用カテーテル（2区分）、末梢血管

　　用ステントセット（2区分）、P　TAバルーンカテーテル（7区分）、

　　下大静脈留置フィルターセット（1区分）、冠動脈灌流用カテーテル（1

　　区分）、オクリュージョンカテーテル（2区分）、血管内血栓異物除去

　　用留置カテーテル（4区分）、血管内異物除去用カテーテル（2区分）、

　　血栓除去用カテーテル（7区分）、塞栓用バルーン（2区分）、塞栓用

　　コイル（7区分）、汎用型圧測定用プローブ（1区分）、連続心拍出量

①　薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具（7）内臓機能代用器」

　であって、一般的名称が「植込み型除細動器・ペースメーカリード」

　であること。

②　心室性頻拍等に対し、心室センシング、ぺ一シング、抗頻拍ペーシ

　ング治療及び除細動を行う際に使用する植込型除細動器用カテーテ

　ル電極であること。

③　（略）

（2）機能区分の考え方

　電極の機能により、シングル及びマルチ（一式）の合計旦区分に区分

する。

（3）機能区分の定義

①～②　（略）

133　血管内手術用カテーテル

　ω　血管内手術用カテーテルの機能区分の考え方

　　　術式により、経皮的脳血管形成術用カテーテル（2区分）、末梢血管

　　用ステントセット（2区分）、P　TAバルーンカテーテル（7区分）、

　　下大静脈留置フィルターセット（1区分）、冠動脈灌流用カテーテル（1

　　区分）、オクリュージョンカテーテル（2区分）、血管内血栓異物除去

　　用留置カテーテル（4区分）、血管内異物除去用カテーテル（2区分）、

　　血栓除去用カテーテル（7区分）、塞栓用バルーン（2区分）、塞栓用

　　コイル（7区分）、汎用型圧測定用プローブ（1区分）、連続心拍出量

、



測定用カテーテル（1区分）、静脈弁カッター（2区分）、頸動脈用ス

テントセット（1区分）、狭窄部貫通用カテーテル（1区分）、下肢動

脈狭窄部貫通用カテーテル（1区分）一血管塞栓用プラグ（1区分）及

び　　　カテーテル亦　用カテーテル　1区∠　の合計璽区分に区分

する。

（2）～（1⑦　（略）

鋤　款　　カテーテル本　　カテーテル

越
1　’事承認又は認ま上　　別が「 51　療用　慾　び“

であって一応的　ソ・が「堺　　カテーテルホ　用カテーテ

2 的 形術を施る亦にカテーテルの本を る

ことを目的として使用　るカテーテルであること

139組織拡張器

　皿　定義
　　　　次のいずれにも該当すること。

　　①　薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品（4）整形用品」であっ

　　　て、一般的名称が「皮膚拡張器」であること。

　　②　皮下』粘膜下塑に挿入し、皮弁を得ること等を目的に皮膚

　　　を伸展させるために使用する組織拡張器であること。

　　　使用方法及び　用目的により一ル用とL一用の△計2区∠に区∠

雌
囲

測定用カテーテル（1区分）、静脈弁カッター（2区分）、頸動脈用ス

テントセット（1区分）、狭窄部貫通用カテーテル（1区分）、下肢動

脈狭窄部貫通用カテーテル（1区分）及登血管塞栓用プラグ（1区分）

の合計45区分に区分する。

（2）～（19　（略）

139組織拡張器

　　定義

　　次のいずれにも該当すること。

　（1）　薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品（4）整形用品」であっ

　　て、一般的名称がr皮膚拡張器」であること。

　（2）　皮下又は粘膜下に挿入し、皮弁を得ること等を目的に皮膚を伸展さ

　　せるために使用する組織拡張器であること。



ア　・事承認又は認証上使用目的が乳一再建術に艮定されて》『・るこ

一
イ　形”がし’く形” 月形”又はクロワ・サン形”であってそ

の趣ヒが’事法承認事項又は認証事項に日記されていること

ウ表面にテクスチード加工表の∠細孔加工が施されており

その趣ヒが’事法承認事項又は認証事項に明記されていること

146大動脈用ステントグラフト
　（1）　（略）

　’（2）機能区分の考え方

　　　使用目的により、腹部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）≦⊥

　　醜、腹部大動脈用ステントグラフト（補助部分）皿、胸部大
　　動脈用ステントグラフト（メイン部分）」遡＿及び胸部大動脈用ス

　　テントグラフト（補助部分）＿⊆L鴎しの合計互区分に区分する。

　（3）機能区分の定義

　　①～②　　（略）

　　③　胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）」墓進型

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～イ　　（略）

　　4　胸。大　　用ステントグラフト　メイン部△）・血　△　p・応型

ア　胸。大 の治療を目的に使用されるものであること

イ　胸。大 に留　するステントグラフト　びステントグラフト

を入るための付品をAんでいるものであること

血△　　に・応るための開窓p　フェネストレーションを

⑤　胸部大動脈用ステントグラフト（補助部分）

146大動脈用ステントグラフト
　（1）　（略）

　（2）機能区分の考え方

　　　使用目的により、腹部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）、腹

　　部大動脈用ステントグラフト（補助部分）、胸部大動脈用ステントグラ

　　フト（メイン部分）及び胸部大動脈用ステントグラフト（補助部分）の

　　合計三区分に区分する。

　（3）機能区分の定義

　　①～②　（略）

　　③　胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～イ　　（略）

④　胸部大動脈用ステントグラフト（補助部分）



　次のいずれにも該当すること。

ア～イ　　（略）

159局所陰圧閉鎖処置用材料

　　定義
　　次のいずれにも該当すること。．

　（1）薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品（4）整形用品」であって、

　　一般的名称がr陰圧創傷治療システム」一と
　　Z邑しであること。
　（2）　（略）

　　越

（1）’事法承認又は認証上　　別が「療用品　4　整形用品　であって

一般的　　・が「コラーゲン吏用口　性神弓再生　’ であること
（
2
） ’神｛断’・欠　部に’入して両断端に　　・性を持たせ神　再生

の　’と　能再建を目的と　るものであること

（3）口収性A　高∠子オ　との二重構造を　　るものであること

麟
（1）・・事法承認又は認証上　　別がr 7　内　　能　用　　で

あって 的　・・が「気　支用 オ　であること

（2）内 で気　支に　上し　　斗手術が　　な　治性一胸や気態

の治’を目的と　る　のであること

　次のいずれにも該当すること。

ア～イ　（略）

159　局所陰圧閉鎖処置用材料

　　定義
　　次のいずれにも該当すること。

　（1）　薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品（4）整形用品」であっ

　　て、一般的名称がr陰圧創傷治療システム」であること。

　　（2）　（略）



塵
（1）”事法承認又は認証上　　別が「療用品　4　整形用品　であって

一ルI　称が「’回使用会圧1」｛治療システム　であること

（2）慾理された陰圧を付加することで　り｛の暴言　肉　形　の促進滲

字と感染性老　物の除去を図り　り｛治’を促進　ることを目的と

るものであること

越
（1）’事法承認又は認証上　・別が「療用品　4　整形用品　であって

一ルI名称がrゲル　土人工L一　であること

（2）　し一再建術に用いられ適用。立に埋入　ることによって乳一の形”

を修Z又は形　　ることを目的と　るものであること





添付資料3

新たに機能区分及び保険償還価格が設定された医療機器等

（平成25年7月1日適用）

1．人工股関節用材料（骨盤側材料）

　　（1）【販売名】Exceed　ABT　E1セメンテツドカツプ（バイオメツト・ジャパン株式会社）

　　　〔保険償還価格〕

　　　　　94，200円

　　　　　（決定機能区分：057人工股関節用材料（1）骨盤側材料③カップ・ライナー一体型
　　　　　　イ　カップ・ライナー一体型（皿））

　　　〔主な使用目的〕

　　　　　　本品は、人工股関節置換術に使用される間接固定型の寛骨臼カップである。ガンマ線照射によ

　　　　　る架橋処理を施し、酸化劣化のためにビタミンEに浸漬させた超高分子量ポリエチレン製の本体

　　　　　の内側に関節摺動面を有し、ライナー機能を併せもつものである。

（2）【販売名】X3リムフィットカップ（日本ストライカー株式会社）

　〔保険償還価格〕

　　　94，200円

　　　（決定機能区分：057人工股関節用材料（1）骨盤側材料③カップ・ライナー一体型
　　　　イ　カップ・ライナー一体型（皿））

　〔主な使用目的〕

　　　　本品は、人工股関節置換術に使用される間接固定型の寛骨臼カップである。ガンマ線照射と融

　　　点以下の熱処理を連続して行うことにより架橋処理された超高分子量ポリエチレン製の本体にラ

　　　イナー機能を併せもつものである。

＜関連する告示・通知の改正＞

（1）　「材料価格基準」（平成20年3月5日付厚生労働省告示第61号）の一部改正（平成25年6月28日

　厚生労働省告示第216号）

「材料価格基準」の別表皿の区分057を次のように改める。

057　人工股関節用材料

　　（1）　骨盤側材料

　　　　①～②　　（略）

　　　　③カップ・ライナー一体型
ア　カップ・ライナー一体型（H）

イ　カップ・ライナー一体型（皿）

87，900円

94200円

（以下略）

（※改正箇所＝下線部）

（2）　「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成24年3月5日保医発0305第

　　5号）の一部改正（平成25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の（別紙）を次のように改める。

（別紙）

告示名 略称

057人工股関節用材料

i1）～（2－2）　（略）

i2－3）骨盤側材斗・カップ・ライナー一体型（皿） 人工股 HA－2－3
（以下略）

（※改正箇所＝下線部）

1



（3）　「特定保険医療材料の定義について」（平成24年3月5日付保医発0305第8号）の一部改正（平成

　25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の定義について」の別表皿の区分057を次のように改める。

057人工股関節用材料
　（1）　（略）

　（2）機能区分の考え方

　　　人工股関節は、骨盤側材料又は大腿骨側材料に大別し、次に規定する固定方法、使用目的

　　及び構造によりそれぞれ骨盤側材料（13区分）、大腿骨側材料（7区分）及び単純人工骨頭

　　　（1区分）の合計21区分に区分する。

　　固定方法の違い
　　　直接固定　　（略）

　　　間接固定　　（略）

　（3）機能区分の定義

　　①～⑤　（略）

　　⑥　骨盤側材料・カップ・ライナー　体型（n）

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～ウ　（略）

　　7　呂盤側オ料・カップ・ライナー一体型（皿）

　次のいずれにも該当すること

ア　股関　の機能を代　するために呂盤側に使用する臼蓋形成カップ（再置換用を△む）

であってカップの内側に関　摺動面を有しライナー機能を併せもつものであること

イ　再建用臼蓋形成カップに該当しないこと

ウ　定方法が惜接定であること
工　摩耗　を　減するための以下のいずれかの加工等が施されているものであってその

趣ヒが’事法承認事項又は認証事項に明記されていること

　　i　ガンマ　又は電子　照射及び一点以下の熱処理を連ワししておこなうことによる架

　　　橋処理が施されていること

　　五　ビタミンEに桑漬されていること

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

　ウ　⑨から㊥に該当しないこと。

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　（略）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　（略）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア　股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する臼蓋形成用カップ（再置換用を含

　　む。）を⑬と組み合わせて使用し、内側に⑯との関節摺動面を確保するものであること。

　イ　　（略）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　（略）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

⑤　骨盤側材料・ライナー（1）

⑨　骨盤側材料・ライナー（皿）

⑲　骨盤側材料・ライナー（IV）

⑭　骨盤側材料・ライナー（V）

⑫　骨盤側材料・ライナー（V【）

⑯　骨盤側材料・ライナー（VII）

⑭　大腿骨側材料・大腿骨ステム（1）・標準型
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　ウ　㊥に該当しないこと。

㊥　大腿骨側材料・大腿骨ステム（1）・特殊型

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　（略）

⑯　大腿骨側材料・大腿骨ステム（H）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

⑫　大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド（1）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア　　（略）

　イ　⑭から⑳までに該当しないこと。

璽　大腿骨側材料・大腿骨ステムヘッド（H）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

　ウ　⑫、⑲及び⑳に該当しないこと。

⑲　大腿骨側材料・人工骨頭用・モノポーラカップ

　　次のいずれにも該当すること。

　ア　　（略）

　イ　⑭、⑭及び⑳に該当しないこと。

⑳　大腿骨側材料・人工骨頭用・バイポーラカップ

　　次のいずれにも該当すること。

　ア　　（略）

　イ　⑫から⑲までに該当しないこと。

⑳単純人工骨頭
　　人工骨頭挿入術に用いる専用ステムであって、ステムとステムヘッド部が一体となって

　おり、分離不能な構造となっているものであること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※改正箇所＝下線部）

2．髄内釘（位置情報表示装置）

　　【販売名】SURESHOTディスタルターゲティングシステム

　　　　　　　（スミス・アンド・ネフユーオーソペディックス株式会社）

　　〔保険償還価格〕

　　　22，400円
　　　　（決定機能区分：073髄内釘（4）　位置情報表示装置（プローブ・ドリル））

　　　　＊インターフェース及びターゲターは、区分A2（特定包括）に該当するため、特定の診療報酬項

　　　　　目に包括して評価される。　（（3）参照）

　　〔主な使用目的〕

　　　　定位手術における術者の補助として髄内釘、構成品及び専用手術器械の位置情報を表示する製品で

　　　ある。髄内釘の固定の際に、術者が骨及び組織の穿孔位置を決めるための補助として用いる。

　　　　製品のうち、ネイルプローブは、先端にセンサーを内蔵しており、髄内釘の内部に挿入し、ターゲ

　　　ターから発生する電磁場を感知して髄内釘の固定穴と機器の正確な位置と方向を表示する。

　　　　　ドリルは、ターゲターに付けられたドリルスリーブと組み合わせ、骨を穿孔する。

＜関連する告示・通知の改正＞

（1）　「材料価格基準」（平成20年3月5日付厚生労働省告示第61号）の一部改正（平成25年6月28日

　厚生労働省告示第216号）

「材料価格基準」の別表皿の区分073を次のように改める。

073髄内釘
　　（1）～（3）　（略）

　　（4）　立　情報表示装　　（プローブ・ドリル）

（※改正箇所二下線部）

　　　　22400円
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（2）　「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成24年3月5日保医発0305第

　　5号）の一部改正（平成25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の（別紙）を次のように改める。

（別紙）

告示名 略称

073髄内釘

i1）～（8）　（略）

i9）立直情報表示装置（プローブ・ドリル） 髄内釘・F4－k

（※改正箇所二下線部追加）

（3）　「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」（平成24年3月5日保医発0305第7号）の一部

　　改正（平成25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」（平成24年3月5日保医発0305第7号）の（別表）

を次のように改める。

1　医科点数表関係 （別表）

手術

議特定診療報酬算定医療機

墲ﾌ区分 薬事法承認上の位置佛ナ その他の条件 対応する診療報酬項目

類別 r般的名称

経皮病変識男lh一力 医療用品（4）

ｮ形用品
　　　　配

ﾕ1怜rカ

放射線治療にお

｢て、経皮的に留

uする金属マー

Jであるもの

KOO7－2 経皮的放射繍台療

p金属マーカー留

ウ　目　　：示’ 機械器具（12） 手術用ナビゲL 立手術の除電 K（閉

鰯
ションユニット 磁場を用いて髄 一

基 内釘　　立置情

報を表示するも

2

（以下略）

（※改正箇所二下線部）

（4）　「特定保険医療材料の定義について」（平成24年3月5日付保医発0305第8号）の一部改正（平成

　25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の定義について」の別表Hの区分073を次のように改める。

073髄内釘
　　（1）定義

　　　次のいずれにも該当すること。

　　①　薬事承認上又は認証上、類別がr医療用品（4）整形用品」又はr機械器具（12）理学

　　　齪しであって、一般的名称が「体内固定用ネジ」、「体内固定用ナット」、「体内固
　　　定用大腿骨髄内釘」、r体内固定用ワツシヤ」、r体内固定用脛骨髄内釘」主「体内固定用上肢

　　　髄内釘」又は「手術用ナビゲーションユニット　であること。
　　（2）（略）

　　（3）機能区分の定義

　　①～⑧　（略）
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9　立　情報表示冴置（プローブ・ドリル）

ネイルプローブとドリルを共にAむもので　ネイルプローブは先端にセンサーを内蔵

し電磁場を’1用して　内釘の立　情報を表示するための機器と併せて用いるものである

濫 （※改正箇所＝下線部）

3　ペースメーカー（シングルチャンバ　MR　I対応型）

①【販売名】エヴィアシリーズPro（バイオトロニックジャパン株式会社）

　　〔保険償還価格〕

　　　781，000円
　　　　（決定機能区分：112ペースメーカー（1）シングルチャンバ②MRI対応型）

　　〔主な使用目的〕

　　　　本品は、シングルチャンバ型の植込み型パルスジェネレータである。除脈が検出された場合にはぺ

　　　一スメーカパルスを供給して心拍数を正常まで上昇させる。撮像可能条件に適合する場合のみ限定的

　　　にMRI検査が可能となる機器である。

②【販売名】エヴィアーTシリーズPro（バイオトロニックジャパン株式会社）

　　〔保険償還価格〕

　　　781，000円
　　　　（決定機能区分：112ペースメーカー（1）シングルチャンバ②MRI対応型）

　　〔主な使用目的〕

　　　　本品は、シングルチャンバ型の植込み型パルスジェネレータである。除脈が検出された場合にはぺ

　　　一スメーカパルスを供給して心拍数を正常まで上昇させる。撮像可能条件に適合する場合のみ限定的

　　　にMRI検査が可能となる機器である。
　　　　また本品は体内無線設備を内蔵し、体外無線制御設備ヘデータを送信することで、デバイスシステ

　　　ムの異常を早期に発見できる。

〈関連する告示・通知の改正＞

（1）　「材料価格基準」（平成20年3月5日付厚生労働省告示第61号）の一部改正（平成25年6月28日

　厚生労働省告示第216号）

r材料価格基準」の別表皿の区分112を次のように改める。

112ペースメーカー
　　（1）　シングルチャンバ

雌2　MR　I対応型

733，000円

781000円

（以下略）

（※改正箇所＝下線部）

（2）　「特定保険医療材料の定義について」（平成24年3月5日付保医発0305第8号）の一部改正（平成

　25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の定義について」の別表皿の区分112を次のように改める。

112ペースメーカー
　　（1）（略）

　（2）機能区分の考え方

　　　ペースメーカーは、次に規定する機能の有無等により且区分に区分する。

　　（3）機能区分の定義

　　①シングルチャンバ」基準型
　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～イ　　（略）

　　　2　シングルチャンバ・MR　I対応型
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次のいずれにも該当すること

ア　シングルチャンバ型であること

イ　上室性 止　能を　しないものであること

ウ　本品を植え込んだ患者において　　像可能条件に適合する場合に1．5テスラの冴置に

　　よるMR　I
③　デュアルチャンバ（1型・H型）
　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　（略）

④デュアルチャンバ（皿型）
　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　（略）

◎　デュアルチャンバ（IV型）・標準型

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　（略）

◎　デュアルチャンバ（IV型）・MR　I対応型

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　（略）

⑦　トリプルチャンバ（1型）・標準型

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　（略）

　エ　⑥及び⑲に該当しないものであること。

③　トリプルチャンバ（1型）・極性可変型

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～エ　　（略）

　オ⑩に該当しないものであること。

⑨　トリプルチャンバ（H型）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～ウ　（略）

⑩　トリプルチャンバ（皿型）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～オ　　（略）

査が可能となる構造・機能を有するものであること

（※改正箇所二下線部）
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4．植込型除細動器用カテーテル電極（アダプター）

　　【販売名】5019型DF4ヘッダ用High　Voltageスプリッタキット（日本メドトロニッタ株式会社）

　　〔保険償還価格〕

　　　256，000円
　　　　（決定機能区分：118植込型除細動器用カテーテル電極（3）アダプター）

　　〔主な使用目的〕

　　　　本製品は、DF4規格のコネクタポートにDF－1規格及びDF4規格のコネクタをもつ植え込み型除細動

　　　起用リードを接続するために使用する。

　　　　植込型除細動器等を使用している患者のうち、除細動閾値が高く、除細動電極の追加が必要となつ

　　　た者が本品を使用することにより、植込型除細動器の摘出・入れ替えをしなくても、治療の選択肢を

　　　広げることができる。

く関連する告示・通知の改正＞

（1）　「材料価格基準」（平成20年3月5日付厚生労働省告示第61号）の一部改正（平成25年6月28日

　厚生労働省告示第216号）

r材料価格基準」の別表皿の区分118を次のように改める。

118植込型除細動器用カテーテル電極
　　（1）植込型除細動器用カテーテル電極（シングル）

　　（2）植込型除細動器用カテーテル電極（マルチ（一式））

　　（3）　アダプター

926，000円

220，000円

256000円

（※改正箇所二下線部）

（2）　「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成24年3月5日保医発0305第

　　5号）の一部改正（平成25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の1の3の（60－2）として次のよう

に加える。

岡　植込型除細動器用カテーテル電極

アダプターは　除細動閾直が高く　除細動電極の追加が必要となった患者に対して使用

した場合に限り算定できる

（※改正箇所＝下線部）

（3）　「特定保険医療材料の定義について」（平成24年3月5日付保医発0305第8号）の一部改正（平成

　25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の定義について」の別表Hの区分118を次のように改める。

118植込型除細動器用カテーテル電極
　　（1）定義

　　　次のいずれにも該当すること。

　　①　薬事承認上又は認証上、類別がr機械器具（7）内臓機能代用器」であって、一般的名

　　　称が「植込み型除細動器・ペースメーカリード」又は「植込み型ペースメーカアダプタ

　　　であること。

　　　ア　心室性頻拍等に対し、心室センシング、ぺ一シング、抗頻拍ぺ一シング治療及び除細

　　　　動を行う際に使用する植込型除細動器用カテーテル電極であること。

　　　イ　コネクタを　するものであること
　　③　（略）

　　（2）機能区分の考え方

　　　電極の機能により、シングル』マルチ（一式）及びアダプターの合計且区分に区分する。

　　（3）機能区分の定義

　　①～②　（略）

　　　3　アダプター
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植込型除細動器又は両室ぺ一シング機能付き植込型除細動器と植込型除細動器用カテ

ーテル電極を中　又は適合させるためのコネクタを有するものであり高電圧電極を分

する機能を有するものであること

（※改正箇所二下線部）

5．血管内手術用カテーテル
　　【販売名】カネカエクスチェンジデバイスCO－N1（株式会社カネカ）

　　〔保険償還価格〕

　　　19，100円
　　　　（決定機能区分：133血管内手術用カテーテル（19）冠動脈カテーテル交換用カテーテル）

　　〔主な使用目的〕

　　　　本品は、冠動脈狭窄部にガイドワイヤーを通過させる際に使用するOTW型カテーテルを抜去する際

　　　に、ガイドワイヤーが同時に動かないようにバルーンで固定することにより、カテーテル交換を補助

　　　する目的で使用する。

＜関連する告示・通知の改正＞

（1）　「材料価格基準」（平成20年3月5日付厚生労働省告示第61号）の一部改正（平成25年6月28日

　厚生労働省告示第216号）

r材料価格基準」の別表皿の区分133を次のように改める。

133　血管内手術用カテーテル
　　（1）～（18）　　（略）

　　（19）冠動氏カテーテル交換用カテーテル 19100円

（※改正箇所二下線部）

（2）　「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成24年3月5日保医発0305第

　　5号）の一部改正（平成25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の1の3の（67）に次のように加え
る。

御）　血管内手術用カテーテル

　ア～カ（略）

　キ　冠動氏カテーテル交換用カテーテルは、1回の手術に対し1本を限度として算定する

（※改正箇所二下線部）

（3）　「特定保険医療材料の定義について」（平成24年3月5日付保医発0305第8号）の一部改正（平成

　25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の定義について」の別表IIの区分133を次のように改める。

133　血管内手術用カテーテル

　　（1）血管内手術用カテーテルの機能区分の考え方

　　　術式により、経皮的脳血管形成術用カテーテル（2区分）、末梢血管用ステントセット（2

　　区分）、PTAバルーンカテーテル（7区分）、下大静脈留置フィルターセット（1区分）、

　　冠動脈灌流用カテーテル（1区分）、オクリュージョンカテーテル（2区分）、血管内血栓

　　異物除去用留置カテーテル（4区分）、血管内異物除去用カテーテル（2区分）、血栓除去

　　用カテーテル（7区分）、塞栓用バルーン（2区分）、塞栓用コイル（7区分）、汎用型圧
　　測定用プローブ（1区分）、連続心拍出量測定用カテーテル（1区分）、静脈弁カッター（2

　　区分）、頸動脈用ステントセット（1区分）、狭窄部貫通用カテーテル（1区分）、下肢動

　　脈狭窄部貫通用カテーテル（1区分）』血管塞栓用プラグ（1区分）一

　　一しの合計竺区分に区分する。
　　（2）～（19　（略）
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⑳　冠動　カテーテル交換用カテーテル

壁次のいずれにも該当すること

1　’事承認又は認証上　　別が「機械器具（51）医療用　鱗及び　液…’慾　であって

一般的名称が「冠動　カテーテル交　用カテーテル　であること

用するカテーテルであること

2 皮的冠動k形成術を実施する．、にカテーテルの交　を補することを目的として使

（※改正箇所二下線部）

6　人工乳房及び組織拡張器
①【販売名】ナトレルブレスト・インプラント（アラガン・ジャパン株式会社）

　　〔保険償還価格〕

　　　69，400円
　　　　（決定機能区分：181人工乳房）

　　〔主な使用目的〕

　　　　本品は、乳房再建術において、乳房の形状を修復又は形成するために適用部位に埋入されるゲル充

　　　填人工乳房である。

②【販売名】ナトレル133ティッシュ・エキスパンダー（アラガン・ジャパン株式会社）

　　〔保険償還価格〕

　　　32，100円
　　　　（決定機能区分：139組織拡張器（2）乳房用）

　　〔主な使用目的〕

　　　　本品は、乳房再建術時に人工乳房の埋入を容易にするため、乳房皮下又は大胸筋下に一定期間埋め

　　　込み、乳房周辺部の皮膚及びその他の組織を拡張・伸展させる皮膚拡張器である。

＜関連する告示・通知の改正＞

（1）　「材料価格基準」（平成20年3月5日付厚生労働省告示第61号）の一部改正（平成25年6月28日

　厚生労働省告示第216号）

「材料価格基準」の別表皿を次のように改める。

139組織拡張器
@　（1）　一般用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31，200円

@　（2）　乳一用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32100円

　　（中　略）

P81人工乳房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69400円

（※改正箇所＝下線部）

（2）　「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成24年3月5日保医発0305第

　　　5号）の一部改正（平成25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の1の3を次のように改める。

　　　一用は以下のいずれにも該当する場合に限り　定できる
ア　　L腺悪性腫　手術漏の乳一再建術を行》症例で以下のいずれかに該当した場ムに限

り　定できる　その際　そのヒを診療　酬明細　の適要　に記　すること

術前診断においてSta　eH以下で　皮　桑潤　大胸筋艶潤や高度のリンパ節転　を

認めない乳腺全　術κの症例でかっ皮　欠　を生じないか小　　で．、張なく縫
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合閉鎖可能な症例

b　二次再建の場合
乳腺全摘術後で大胸筋が残存している症例であること　ただし　　射線照射により

皮　の血行や弾力性が障宝されていないこと

イ　当該　料は　以下のいずれにも該当する医師が使用した場ムに限り　定する

a　形　外科又はL腺外科の　門的な研修の　験を5年以上　している医師　もしく

は　その指’下で研修を行う医師であること

b　　係当会から示されている指針に基づいた月定の研修を修了し医師登録がなされ

ていること

ウ　以下に該当する保険医療機関において実施すること　なお届出は本通知別添様式2

により提出すること

a　一次再建の場合
乳腺外科の　門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置

されており　かつ形成外科の　験を5年以上有している常勤又は非常勤の医師と連

して手術を行うこと

b　二次再建の場合

形成外科の　門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置

されていること

工　関係学会から示されている指針に基づき　乳房再建術が適切に実施されていること

オ　乳腺悪性腫　手術とL房再建術を行う医療機関が　なる場合は　双方の持つ臨床情

報手術日術式等を示す文書を相互に交付した上で診療録に添付して保子すること

㈱
）

　（中略）

l工乳一
ア　乳腺悪性腫　手術κの乳房再建術を行う症例で以下のいずれかに該当した場合に限り

定できる　その際　そのヒを診療報酬明細書の適要欄に記　すること

a　一一次一．的再建の場合

術前診断においてSta　eH以下で　皮膚薯潤　大胸筋薯潤や高度のリンパ節転　を認

めない症例でかっ大胸筋が温子され皮　欠　が生じないL乳　温子皮下L腺全摘
術を行った症例

b　一老二　的再建の場合
乳腺全摘術時に組織拡張器が　入され　十∠に皮　が拡張されている症例

c　二次再建の場合
乳腺全摘術後で大胸筋が残子しており　回手術で組織拡張器が　入され十分に皮膚

が拡張されているか皮弁移植術などにより皮膚の不足が十∠に補われている　あるい

は十∠に補われることが見込まれる症例ただし放射線照射により皮　の血行や弾力

性が障生されていないこと

イ　当該オ料は　以下のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り　定する

a　形成外科又は乳腺外科の　門的な研修の　験を5年以上　している医師　もしくは

その指’下で研修を行う医師であること

b　　係学会から示されている指針に基づいた月定の研修を修了し医師登録がなされて

脳ウ　£下に該当する保険医療機関において実施すること　なお届出は本通知別添様式2に

より提出すること

a　一’一　的再建の場合

乳腺外科の　弓的な研修の　験を5　以上　している常　の矢師が1名以上配置さ
れており　かつ形　外　の　弓的な研修の　験を5　以上　している常勤又は非常勤

の　師と’　して手術を行うこと

b　一’二　的再建及び二’再建の場合

形成外科の　門的な研修の　験を5年以上有している常　の医師が1名以上配置さ

れていること

工　　係当会から示されている指針に基づき　L一再建術が適切に実施されていること

10一



オ　乳腺悪性腫 手術と乳房再建術を行う医療機関が異なる場合は 双方の持つ臨床情報

手術日　術式等を示す文　　　互に交付した上でを　　　　　　　　　診療録に添付して保存すること

力　人工L房を用いて乳一再建術を行った場合は区∠ 号rK476－3　L一再建術（乳

別添様式1　　　　一

i略）

房切除後）の点数に準じて　定する

人工乳房及び組織拡張器 （乳房用）使用の施設基準に係る届出書添付書類

使用する医療材料について1　　　　　　　　　　　　　（該当する部分にO印をつける）

・　人工乳房

（一次一期的再建　　　一次二期的再建及び二次再建　）

・　組織拡張器（乳房用）

（一次再建　　　　　　二次再建　）

2 形成外科または乳腺外科の経験を5年以上有する医師の氏名等

医師の氏名 所属する 該当する経験分野 常勤・非常勤

墜診療科名 （該当部にO印を
墾
鱗 の区分 年月日

つける） （該当部に

O印をつけ
る）

幽・乳腺外科
生 幽幽

蝿・乳腺外科
生

遡・非常勤

・形成外科

E乳腺外科
生

・常勤

E非常勤

・形成外科
生

・常勤

E非常勤

記　上の注意

1　「1　は、　用する　・ごとに、該当する。分全てにO　　つけること

は、5年以上の形成外・または乳2　「2　　　　　　　　　　　　　　　外・の　門的な研修の 堕 する医師につい

て記　すること　また、当該医師の　歴（当該病 での　　　摺、形成外・または乳腺外乖

の　　年　及び医師登　の　無が　かるもの）　・付すること

（※改正箇所＝下線部）
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（3）　「特定保険医療材料の定義について」（平成24年3月5日付保医発0305第8号）の一部改正（平成

　25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の定義について」の別表Hを次のように改める。

139組織拡張器
　（1）　定義

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　⊆≧薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品（4）整形用品」であって、一般的名称が「皮

　　　膚拡張器」であること。

　　②　皮下』粘膜下又は筋肉下に挿入し、皮弁を得ること等を目的に皮膚を伸展させるために

　　　使用する組織拡張器であること。

　　　使用方法及び使用目的により　一般用と乳房用の合計2区∠に区∠する

雌
雌　　　次のいずれにも該当すること

　　ア　’事承認又は認証上　使用目的が乳房再建術に限定されていること

イ　形’がしずく形　　半月形”又はクロワッサン形”であってその趣ヒが’事法承認

事項又は認証事項に明記されていること

ウ　表面にテクスチ　ード加工（表面のZ細孔加工）が施されており　その趣ヒが’事法

承認事項又は認証事項に明記されていること

（中略）

181人工乳房

越次のいずれにも該当すること

（1）’事法承認又は認証上　　別が「医療用品（4）整形用品　であって　一般的名称が「ゲ

（2）乳房再建術に用いられ適用部立に埋入することによって乳房の形状を修復又は形成する

ことを目的とするものであること

（※改正箇所＝下線部）

7．大動脈用ステントグラフト　血管分岐部対応型
　　【販売名】カワスミN　a　j　u　t　a胸部ステントグラフトシステム（川澄化学工業株式会社）

　　〔保険償還価格〕

　　　1，850，000円（平成25年7月1日から平成26年3月31日まで1，970，000円）
　　　　（決定機能区分：146大動脈用ステントグラフト（3）胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）

　　　②血管分岐部対応型）

　　〔主な使用目的〕

　　　　ステントグラフトに、フェネストレーション（開窓）があり、これらの組み合わせによりステント

　　　グラフトとしての規格を構成する。
　　　　このことにより、適応範囲の拡大や、分岐血管の閉塞を避けることによる脳虚血や脊椎神経障害の

　　　リスク回避ができる。

く関連する告示・通知の改正＞

（1）　「材料価格基準」（平成20年3月5日付厚生労働省告示第61号）の一部改正（平成25年6月28日

　厚生労働省告示第216号）
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「材料価格基準」の別表nの146の（3）を次のように改める。

146大動脈用ステントグラフト
　　（3）胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）

　　　　　雌
　　　　　2　血鱈分　部対応型

　　1，620，000円

（＊）1850000円
（＊平成25年7月1日から平成26年3月31日まで1，970，000円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※改正箇所二下線部）

（2）　「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成24年3月5日保医発0305第

　　　5号）の一部改正（平成25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の1の3の（75）に次のように加え
る。

（葡　大動脈用ステントグラフト

　ア～イ（略）

　ウ胸部大動民用ステントグラフトの血懲分部対応型は腕動氏左総頸動脈左鎖風
下動　等の主要血鱗∠　部を△む部立に使用した場合に算定できる　その際診療報酬明

細書の摘要欄に該当する主要∠　血懲名を記　すること

（※改正箇所二下線部）

（3）　「特定保険医療材料の定義について」（平成24年3月5日付保医発0305第8号）の一部改正（平成

　25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の定義について」の別表Hの区分146を次のように改める。

146大動脈用ステントグラフト
　（1）　（略）

　（2）機能区分の考え方

　　　使用目的により、腹部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）製、腹部大動脈用
　　ステントグラフト（補助部分）（1区分）、胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）」ユ

　　区分）及び胸部大動脈用ステントグラフト（補助部分）（1区分）の合計且区分に区分する。

　　（3）機能区分の定義

　　①～②　（略）

　　③胸部大動脈用ステントグラフト（メイン部分）」垂準型

　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア～イ　　（略）

　　　4　胸部大動　用ステントグラフト（メイン。∠）・血鱈∠　部・応型

ア　胸部大動氏の治療を目的に使用されるものであること
イ　胸部大動氏に留置するステントグラフト及びステントグラフトを　入するための付

　属品をAんでいるものであること
ウ　血慾∠　部に対応するための開窓部（フェネストレーション）を有するものであるこ

　　」
◎　胸部大動脈用ステントグラフト（補助部分）

　　次のいずれにも該当すること。

　ア～イ　　（略）

（※改正箇所二下線部）
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8．神経再生誘導材
　　【販売名】神経再生誘導チューブ　ナーブリッジ（東洋紡株式会社）

　　〔保険償還価格〕

　　　388，000円
　　　　（決定機能区分：178神経再生誘導材）

　　〔主な使用目的〕

　　　　本品は、外傷などによる末梢神経断裂・欠損部に導入して両断端に連続性を持たせ、神経再生の誘

　　　導と機能再建を目的とするガイドチューブである。本品そのものは約2～4ヶ月後に分解・吸収され、

　　　体内に残存しない。

　　＜関連する告示・通知の改正＞

　　（1）　「材料価格基準」（平成20年3月5日付厚生労働省告示第61号）の一部改正（平成25年6月28日

　　　厚生労働省告示第216号）

「材料価格基準」の別表Hに178として次のように加える。

178 神 再生誘導材 388，000円

（※改正箇所二下線部）

（2）　「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成24年3月5日保医発0305第

　　　5号）の一部改正（平成25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の1の3の（96）として次のように
加える。

　　神　再生…’材を用いて神経再建術を行った場合は　区分番号「K182　神‘縫合術の

（※改正箇所二下線部）

（3）　「特定保険医療材料の定義について」（平成24年3月5日付保医発0305第8号）の一部改正（平成

　25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の定義について」の別表皿に区分178として次のように加える。

178神“再生…導材
麟次のいずれにも該当すること

i1）・事法承認又は認証上　　別がr医療用品（4）整形用品　であって　一般的名称が「コ

ラーゲン使用吸収性神　再生一導材　であること

i2）末肖神　断「・欠損部に’入して両断端に連ワし性を持たせ神　再生の一’と機能再建を

目的とするものであること

i3）吸収性合成高分子材料との二重構造を　するものであること

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※改正箇所二下線部）
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9．気管支用充填材

　　【販売名】気管支充填材EWS（原田産業株式会社）

　　〔保険償還価格〕

　　　7，400円
　　　　（決定機能区分：179気管支用充填材）

〔主な使用目的〕

　　本品は、外科手術による治療が困難で、かつ、気管支充填術が適応となる続発性難治性気胸、肺切

　除後に遷延するエアリーク及びその他の瘻孔を有する患者の気管支に充填し、瘻孔を閉鎖するために

　用いる。

＜関連する通知の改正＞

（1）　「材料価格基準」（平成20年3月5日付厚生労働省告示第61号）の一部改正（平成25年6月28日

　厚生労働省告示第216号）

r材料価格基準」の別表皿に179として次のように加える。

179気管支用充填材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7400円
（※改正箇所二下線部）

（2）　「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成24年3月5日保医発0305第

　　　5号）の一部改正（平成25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の1の3の（97）として次のように
加える。

（吻　気鱈支用充填材

気鱗支用充填材を用いて　孔閉鎖を行った場合の手技料は　区分番号「D302　気態支

ファイバースコピーの点数に△まれ　別に算定できない

（※改正箇所二下線部）

（3）　「特定保険医療材料の定義について」（平成24年3月5日付保医発0305第8号）の一部改正（平成

25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の定義について」の別表皿に区分179として次のように加える。

　　麟

　　（1）’事法承認又は認証上　　別が「機械器具（7）内臓機能代用器　であって　一般的名称

（2）内　　下で気鱗支に し外科手術が困難な難治性気胸や気鱗支　等の治療を目的とす

るものであること

（※改正箇所＝下線部）
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10．陰圧創傷治療用カートリッジ

　　【販売名】S髄aP陰圧閉鎖療法システム（センチュリーメディカル株式会社）

　　〔保険償還価格〕

　　　21，000円
　　　　（決定機能区分：180陰圧創傷治療用カートリッジ）

　　〔主な使用目的〕

　　　　適応疾患（既存治療に奏効しない、或いは奏効しないと考えられる難治性創傷）に対して、管理さ

　　　れた設定陰圧を付加し、同時に滲出液を貯留する製品である。システム全体として創の保護、肉芽形

　　　成の促進、滲出液と感染性老廃物の除去を図り、創傷治癒の促進を目的とする。

＜関連する告示・通知の改正＞

（1）　「材料価格基準」（平成20年3月5日付厚生労働省告示第61号）の一部改正（平成25年6月28日

　厚生労働省告示第216号）

「材料価格基準」の別表皿に180として次のように加える。

180　陰圧創傷治療用カートリッジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21，000円
（※改正箇所二下線部）

（2）　「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成24年3月5日付保医発0305

　第1号）の一部改正（平成25年6月27日　保医発0627第2号）

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の別添1を次のように改める。

第2章　特掲診療料

謔X部処置
ｭ処置料＞
@（一般処置）

i　O　O1　熱傷処置

@　（1）～（3）
@　（4）　　圧U治療用カートリッジを用いて処置を行った場合は　局E　A圧　鎖処置用材料

で　　すべき創傷面の広さに応じて各号により算定する　ただし　人吉中の患者以外に

　　使用した場合に限る

i5）　　圧り治療用カートリッジを用いて処置を行う際　局月　圧閉鎖処　用材料の　回

の貝付に限り　区分番号「003　の「注　による月定点数を加　する　ただし　人
吉中に区∠番号「　003　局月A圧閉鎖処置（1日につき）を　定していた患者が1

　　きりしき外来で使用した場合は算定できない

i6）　A圧り治療用カートリッジを用いて処置を行う際は　部立数にかかわらず　月定点

　　数を　定する

i7）　A圧叫傷治療用カートリッジを用いて処　を行う際は　区∠　号「　001－4　重
度　　処　及び区分番号「　053　皮膚科軟　処　は併せて　定できない　区分番号
「　000　創傷処置又は区分番号「　001　熱傷処　は弄せて　定できるが　当該

　　処　が・象とする創傷を重複して　定できない

i8）　　圧U傷治療用カートリッジを用いた処　終了後に1き続き創傷部立の処　が必要な

　　場合は　区∠　号「　000　U処　により　定する
i9）　A圧創　治療用カートリッジを用いた処　を算定する場合は　特定保険医療オ料の局

B　圧閉鎖処用オ料を井せて使用した場合に限り算定することができる

J　O　O3　局所陰圧閉鎖処置（1日につき）

@（1）　入ウ　の患者に対して処置を行った場合に限り　定できる

@（且）　「1」から「3」に示す範囲は、局所陰圧閉鎖処置用材料で被覆すべき創傷面の広さ

@　　　をいう。

@（且）　部位数にかかわらず、1日につき、所定点数により算定する。

@（4）　局所陰圧閉鎖処置を算定する場合は、区分番号r　J　O　O1－4」重度褥瘡処置及び区
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（且）

（6）

分番号r　J　O53」皮膚科軟膏処置は併せて算定できない。区分番号r　J　O　O　O」創傷

処置又は区分番号r　J　O　O1」熱傷処置は併せて算定できるが、当該処置が対象とする

創傷を重複して算定できない。

　局所陰圧閉鎖処置終了後に引き続き創傷部位の処置が必要な場合は、区分番号「J　O

O　O」創傷処置により算定する。

　「注　に規定する加算は　入古中以外の患者が　圧創傷治療用カートリッジを用いて

処　を行っていた場合で　1きヲしき入唐中に局月A圧羽　処置を行った場合は　定でき

竺（7）　局月A圧閉鎖処置を 定する場合は　特定保険医療材料の局所A圧羽鎖処置用材料を

併せて使用した場合に限り算定することができる
（※改正箇所＝下線部）

（3） 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」（平成24年3月5日保医発0305第7号）の一部

改正（平成25年6月27日　保医発0627第2号）

r特定診療報酬算定医療機器の定義等について」

を次のように改める。

（平成24年3月5日保医発0305第7号）の（別表）

1　医科点数表関係 （別表）

処置
、　ク　　　定医療機 議

対応する診療報酬順目器の区分 薬事法承認上の位置付け その他の条件

類別 一般的名称

持続的猶腔ドレナージ 機械器具（32）

纓ﾃ用吸引器

胸腔吸引器 持続的陶腔ドレ

iージ（吸引）が

@可能なもの

JOO2 ドレーン法

JO19 持髄腔ドレナ
[ジ

囎1膓治療用カートリ 医療用品（4） 口　　　　咽 管理された 遡 　　　　、

ッジ 整形用品 傷治療システム を付加し、r膓治 （1日につき）

一 療を促進するも
の
一

（以下略）

（※改正箇所＝下線部）

（4）　r特定保険医療材料の定義について」

　25年6月27日　保医発0627第2号）
（平成24年3月5日付保医発0305第8号）の一部改正（平成

「特定保険医療材料の定義について」の別表皿を次のように改める。

159　局所陰圧閉鎖処置用材料

　　定義
　　次のいずれにも該当すること。

　（1）薬事法承認又は認証上、類別が「医療用品（4）整形用品」であって、一般的名称が「陰

　　圧創傷治療システム」又は「’回使用　圧哩治療システム　であること。

（中　略）

魑
（1）’事法承認又は認証上　　別が「医療用品（4）整形用品　であって　一般的名称が「単
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回使用　圧創傷治療システム　であること

（2）慾理された　圧を付加することで創　の保護　肉芽形成の促進滲出液と感染性老廃物

の除去を図り　創傷治療を促進することを目的とするものであること

（※改正箇所＝下線部）

11．核医学診断用ポジトロンCT装置

　　【販売名】PE閉Flex　Solo皿PETスキャナー（セティ株式会社）

　　〔保険償還価格〕

　　　特定保険医療材料ではなく、技術料にて評価する

　　〔主な使用目的〕

　　　　全身PET検査に伴い患者に投与したポジトロン放射性医薬品の乳房における分布を、ガンマ線検出

　　　器を用いて体外から検出し、画像情報として診療のために提供することを目的とする。（ただし、全身

　　　PET検査を行わない本品単独でのPET検査は除く。）

＜関連する通知の改正＞

（1）　「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（平成24年3月5日付保医発0305

　第1号）の一部改正（平成25年6月27日　保医発0627第2号）

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の別添1を次のように改める。

第2章　特掲診療料

謔S部画像診断
@第2節　核医学診断料
@　E100　シンチグラム（画像を伴うもの）
@　（1）　「注3」の加算における所定点数には「注2」による加算は含まれない。

@　（2）乳房用ポジトロン断　　影は乳房専用のP　ET図　を用いて診断用の画像とし
てポジトロン断　　ヂ画　を　ノするものをいい本区∠「3　及び区∠　号「E1
01　シングルホトンエミッションコンピューター断　　ノ（同一のラジオアイソト

　　一プを用いた一連の　査にっき）の所定点数を併せて　定する

i3）乳一用ポジトロン断　　ノは　画像の方向　スライスの数　　影の部立数疾病の

　　種等にかかわらずE定点数のみにより　定する
i4）乳房用ポジトロン　ノは　18FDGを用いて　乳がんの病期診断及び転移・再発の

診断を目的とし他の　査画像診断により病期診断及び転移・再発の診断が確定で

　きない患者に使用した場合に限り算定する

T）乳房用ポジトロン　”は　区分番号「E101－2　ポジトロン断　　ヂの「2

18FDGを用いた場合一連の　査につき）区∠番号「E101－3　ポジトロン断
・コンピューター断　　合　”（一連の　査につき）の「2　18FDGを用いた場

合（一連の　査にっき）又はポジトロン断　・磁気共鳴コンピューター断　複合　影

と井せて同日に行った場合に限り　定する　なお　18FDGの合成及び注入に要する

　　　用は　月定点’に△まれ　別に算定できない

i6）乳房用ポジトロン断　　！は　区分番号「E101－2　ポジトロン断　　！又は
区分番号「E101－3　ポジトロン断　・コンピューター断　　合　影（一連の
査につき）の施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け　ている保険

　　医療機関に限り　定できる

i7）乳一用ポジトロン断　　影は　区∠　号rE101－2　ポジトロン断　　ノ又は
区∠　号「E101－3　ポジトロン断　・コンピューター断　　合　ノ（一連の
査につき）の施設基準に適合しているものとして地方厚生局　等に届け出ている保険

医療機関以外の保険医療　関において行われる場合は　月定点数の100∠の80に相

当する点’により算定する

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※改正箇所＝下線部）
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12．心臓固定用圧子

　　【販売名】オクトパスNuvo醐CSスタビライザー（日本メドトロニッタ株式会社）

　　〔保険償還価格〕

　　　本医療機器は区分A2（特定包括）に該当するため、特定の診療報酬項目に包括して評価される。（（2）

　　　参照）

　　〔主な使用目的〕

　　　　本品は、心拍動下における開胸可視下の心臓外科手術の際に、心臓の特定部位の動きを最小限にし、

　　　吻合部位を静止させる機器である。

　　　　術野以外からスタビライザーを挿入するため、小切開でも術野を最大限に確保し処置できる。

＜関連する通知の改正＞

（1）　「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」（平成24年3月5日保医発0305第

　　　5号）の一部改正（平成25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」の1の3に（38－3）として次のよう

ﾉ加える。

（調　　定用内副子（プレート）

@　ストレートプレート（生体用合金1・S）及びストレートプレート（生体用合金1・L）
を胸温に用いる場合は　以下のいずれかに該当した場合に限り算定できる　その際　診療

報酬明細書の摘要欄に該当する項目を記　すること

A　高度肥満（BM　I30以上）の患者
C　インスリン　存型糖尿病の患者

E　重症ハイリスク症例と考えられる患者（高度慢性閉塞性肺疾患ステロイド使用患者

両側内胸動kを使用したバイパス例　起立時・歩行時に上肢に体重をかける必要のある

脳神　疾患患者等）

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※改正箇所＝下線部追加）

（2）　「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」（平成24年3月5日保医発0305第7号）の一部

　　　改正（平成25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」（平成24年3月5日保医発0305第7号）の（別表）

を次のように改める。

1　医科点数表関係 （別表）

手術
特定診療報酬算定医療機 議
器の区分 薬事法承認上¢位置付サ その他の条件 対応する診療報酬項目

類別 r般的名称

（中略）

’亡臓固定用圧子 機械器具俊） 、　口 心拍動下におけ K552－2 冠動派大動脈ベイ

畑
る’色臓手締塒に、 パス移植術（人工心

墜 毛　　、疋。立 肺を使用しないも

の動きを榔艮す の）

るもの 一

（以下略）

（※改正箇所二下線部）
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（3）　「特定保険医療材料の定義について」（平成24年3月5日付保医発0305第8号）の一部改正（平成

　25年6月27日　保医発0627第2号）

「特定保険医療材料の定義について」の別表nを次のように改める。

061固定用内副子（プレート）
　　（1）～（2）　（略）

　　（3）機能区分の定義

　　①ストレートプレート（生体用合金1・S）
　　　　次のいずれにも該当すること。

　　　ア　次のいずれかに該当すること
　　　　　i　長管骨骨幹部の骨折の固定（骨延長用を含む。）に使用されるプレートであること。

　　　　　五　胸昌の愚折の　定に使用されるプレートのうち使用可能なスクリューが4本以下

　　　であること

　イ～ウ　（略）

②ストレートプレート（生体用合金1・L）
　　次のいずれにも該当すること。

　　i　長管骨骨幹部の骨折の固定（骨延長用を含む。）に使用されるプレートであること。

　　五　胸愚の風折の固定に使用されるプレートのうち使用可能なスクリューが5本以上

であること

　イ～ウ　（略）

③～⑨　（略）

（※改正箇所＝下線部）

（日本医師会　医療保険課）
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